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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5月 2021年5月

売上高 （千円） 4,839,233 7,324,098 10,206,014 13,362,370 16,184,553

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） △780,055 △3,077,015 △891,689 435,444 375,062

親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社株主

に帰属する当期純損失

（△）

（千円） △790,126 △3,085,890 △945,539 339,670 182,654

包括利益 （千円） △792,888 △3,081,901 △950,221 331,357 1,820,174

純資産額 （千円） 172,627 1,312,523 3,372,965 10,552,621 12,584,898

総資産額 （千円） 3,489,520 5,299,026 9,079,116 22,819,768 24,310,195

1株当たり純資産額 （円） △160.42 △311.50 114.60 338.89 403.57

1株当たり当期純利益又は

1株当たり当期純損失（△）
（円） △47.18 △168.44 △40.42 10.98 5.86

潜在株式調整後1株当たり当

期純利益
（円） － － － 10.86 5.78

自己資本比率 （％） 4.9 24.8 37.0 46.2 51.5

自己資本利益率 （％） － － － 4.9 1.6

株価収益率 （倍） － － － 496.3 1,408.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 198,909 △1,609,791 1,072,808 2,822,265 3,011,227

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △376,927 △679,187 △2,282,733 △7,189,107 △551,416

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 151,801 3,826,486 3,132,304 11,563,071 △2,902,323

現金及び現金同等物の

期末残高
（千円） 2,004,410 3,546,018 5,468,495 12,663,445 12,223,291

従業員数
（人）

305 402 549 713 954

（外、平均臨時雇用者数） (265) (324) (328) (346) (363)

　（注）1．売上高には、消費税等は含まれていません。

2．第10期及び第11期の1株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定して

います。

3．第10期から第12期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社

株式は非上場であったため期中平均株価が把握できないこと、1株当たり当期純損失であることから記載して

いません。

4．第10期から第12期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失が計上されているため記

載していません。

5．第10期から第12期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため記載していません。

6．従業員数は就業人員（契約社員を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイトを含む。）は、年間の平均人

員を（　）外数で記載しています。

7．2018年5月29日開催の取締役会決議により、2018年6月15日付で株式1株につき10,000株の株式分割を行ってい

ますが、第10期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を

算定しています。

8．第10期から第12期の経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失の計上は、新規顧客獲得と売上拡大のた

め、積極的な広告宣伝活動や開発活動等を行ったこと等によります。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2020年5月 2021年5月

売上高 （千円） 4,834,293 7,318,337 10,200,854 13,358,382 16,042,731

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） △657,793 △3,022,373 △893,256 484,195 684,517

当期純利益又は当期純損失

（△）
（千円） △667,864 △3,294,661 △947,106 388,421 490,598

資本金 （千円） 1,053,230 3,164,128 2,812,501 6,236,650 6,312,946

発行済株式総数

（株）

     

普通株式 2,040 2,040 29,432,353 31,138,853 31,183,645

Ｂ種株式 339 339 － － －

Ｃ種株式 236 236 － － －

Ｄ種株式 － 240 － － －

純資産額 （千円） 385,365 1,312,501 3,376,058 10,612,778 12,933,059

総資産額 （千円） 3,693,936 5,293,188 9,082,032 22,881,207 24,610,473

1株当たり純資産額 （円） △149.99 △311.50 114.71 340.82 414.74

1株当たり配当額

（円）

－ － － － －

（うち1株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

1株当たり当期純利益又は1

株当たり当期純損失（△）
（円） △41.18 △178.68 △40.48 12.56 15.75

潜在株式調整後1株当たり当

期純利益
（円） － － － 12.42 15.53

自己資本比率 （％） 10.4 24.8 37.1 46.3 52.3

自己資本利益率 （％） － － － 5.6 4.2

株価収益率 （倍） － － － 434.0 524.4

配当性向 （％） － － － － －

従業員数
（人）

304 400 547 710 928

（外、平均臨時雇用者数） (265) (324) (328) (344) (359)

株主総利回り （％） － － － － 151.6

（比較指標：－） （％） (－) (－) (－) (－) (123.0)

最高株価 （円） － － － 6,540 10,300

最低株価 （円） － － － 3,435 4,020

　（注）1．売上高には、消費税等は含まれていません。

2．第10期から第11期の1株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定して

います。

3．1株当たり配当額及び配当性向については配当を実施していませんので、記載していません。

4．第10期から第12期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社

株式は非上場であり期中平均株価が把握できないこと、1株当たり当期純損失であることから記載していませ

ん。

5．第10期から第12期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載していません。

6．第10期から第12期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため記載していません。

7．従業員数は就業人員（契約社員を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイトを含む。）は、年間の平均人

員を（　）外数で記載しています。

8．最高株価及び最低株価は、2021年1月20日までは東京証券取引所マザーズ、2021年1月21日以降は東京証券取

引所市場第一部におけるものです。ただし、当社株式は、2019年6月19日付で、東京証券取引所マザーズ市場

へ上場しているため、第10期から第12期までの株価については該当事項はありません。
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9．第10期から第13期までの株主総利回り及び比較指標は、2019年6月19日付で東京証券取引所マザーズ市場に上

場したため記載していません。

10.2018年5月29日開催の取締役会決議により、2018年6月15日付で株式1株につき10,000株の株式分割を行ってい

ますが、第10期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を

算定しています。

11.第10期から第12期の経常損失及び当期純損失の計上は、新規顧客獲得と売上拡大のため、積極的な広告宣伝

活動や開発活動等を行ったこと等によります。
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2【沿革】

年月 概要

2007年6月 名刺管理サービスを提供することを目的として、東京都新宿区市谷田町にて、三三株式会社（現

Sansan株式会社）を設立

2007年9月 「Link Knowledge」（現法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」）を提供開始

2008年10月 本社を東京都千代田区四番町に移転

2010年11月 本社を東京都千代田区九段南に移転

2012年2月 名刺アプリ「Eight」を提供開始

2013年4月 第三者割当増資により約5億円を調達

2013年8月 「Link Knowledge」を「Sansan」に名称変更

2013年8月 「Sansan」のテレビCM第1弾「面識アリ」篇を放送開始

2013年10月 現地でのSansan事業の展開を目的として、米国デラウェア州に子会社Sansan Corporation（現連結子

会社）を設立

2014年3月 本社を東京都渋谷区神宮前に移転し、商号をSansan株式会社へ変更

2014年5月 第三者割当増資により約14億円を調達

2015年10月 現地でのSansan事業の展開を目的として、シンガポールに子会社Sansan Global Pte. Ltd.（現連結

子会社）を設立

2016年1月 第三者割当増資により約20億円を調達

2017年7月 第三者割当増資により約42億円を調達

2019年6月 東京証券取引所マザーズに上場し、公募による募集株式発行により約21億円を調達

2019年7月 第三者割当増資により約47億円を調達

2020年5月 クラウド請求書受領サービス「Bill One」を提供開始

2020年6月 「Sansan」にて「オンライン名刺」機能を提供開始

2020年8月 イベントテック領域における事業強化を目的として、ログミー株式会社を子会社化

2021年1月 東京証券取引所市場第一部への上場市場変更
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3【事業の内容】

当社グループは、事業の種類別にSansan事業、Eight事業の2つを報告セグメントとしており、当連結会計年度末に

おける連結子会社は3社、関連会社は3社となっています。

当社グループは、「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションの下、「ビジネスインフラになる」

というビジョンを掲げ、「クラウドソフトウエア」に「テクノロジーと人力によってアナログ情報をデジタル化する

仕組み」を組み合わせた新しい手法を軸に、さまざまなビジネス課題を抱える企業やビジネスパーソンの働き方を変

え、デジタルトランスフォーメーション（DX）を促進するサービスを展開しています。

具体的には、名刺をデータ化し、人と人のつながりを情報として可視化・共有できる法人向けクラウド名刺管理

サービス「Sansan」を展開するSansan事業と、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの仕組みを取り入れ、名刺

をビジネスのつながりに変える名刺アプリ「Eight」を展開するEight事業を運営しています。また、両事業共通の基

盤として名刺のデータ化等はデータ統括組織であるDSOC（Data Strategy & Operation Center）が担っており、新技

術の開発とデータ入力オペレーションの改善を追求し続けています。そのほか、請求書分野にも当社の技術を展開

し、クラウド上での請求書受領が可能なサービス「Bill One」を展開しています。なお、次の2事業は「第5　経理の

状況　1　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。

 

（1）Sansan事業

Sansan事業では、「名刺管理から、営業を強くする」をコンセプトに、クラウド型の名刺管理サービス

「Sansan」を法人向けに展開しています。「Sansan」の活用を通じて、例えば、「名刺交換情報が社内で共有さ

れていない」「名刺情報が持つ価値に気付けていない」といった、企業が抱える課題を解決し、企業に眠る名刺

を事業活動に使える資産に変えることで、ビジネスの「出会い」の価値を最大化することができると考えていま

す。「Sansan」の基本機能では、ユーザー企業は名刺をスキャンするだけで、名刺情報が当社グループ及び外部

の情報処理パートナーの入力オペレーター等により正確にデータ化され、クラウド型アプリケーションを通じて

名刺管理機能を利用することができます。本機能では、各社員単位での名刺管理だけではなく、組織内での名刺

情報の共有も可能となります。また、最新の人物情報が通知される人事異動ニュースの配信や一括メール配信機

能等の幅広い顧客管理機能を備えています。加えて、「Sansan」は、名刺管理機能を基軸にさまざまなオプショ

ン機能を提供することで、ビジネスプラットフォームとして展開しています。例えば、名刺をスキャンするだけ

で、反社データやコンプライアンス情報を「Sansan」上で確認できる「反社チェックオプション powered by

Refinitiv/KYCC」や契約情報を「Sansan」上で確認できる「契約管理オプション for クラウドサイン」等のオ

プション機能があります。その他、OpenAPI等を活用したSFAやCRM、MA等の外部サービスとの連携機能や、外部

サービスから情報を取得し活用できる機能等を提供することでユーザーの利便性の向上を追求しています。

ビジネスモデルとしては、全社で利用するプランを基本プランとして提供しています。ユーザー企業において

データ化される名刺の枚数を基に算出されるライセンス費用に、オプション機能の利用料やスキャナレンタル料

等が加算されたものが月額利用料となります。また、サービス導入時には、紙で保管している大量の名刺のデー

タ化や導入支援等の付加サービスを有料で提供しています。

 

（2）Eight事業

　Eight事業では、「名刺でつながる、ビジネスのためのSNS」をコンセプトに、単なる名刺管理だけではなく、

ソーシャル・ネットワーキング・サービスの仕組みを取り入れた新しいビジネスネットワークサービスとして、

名刺アプリ「Eight」を運営しています。「Eight」の活用により、ビジネスパーソンが抱える「ビジネスの出会

いを活かしきれていない」「名刺情報に容易にアクセスできていない」といった課題を解決できると考えていま

す。「Eight」では、「Sansan」と同様に、名刺をスキャンするだけで、自分や交換相手の名刺情報が正確に

データ化されます。まず利用ユーザーは自分の名刺を登録することで、ビジネスライフを通じて活用できる自身

のページが作成され、プロフィール管理が可能となります。次に、交換相手の名刺を登録することで名刺管理機

能が活用でき、クラウド上にデータ化された全ての名刺情報には、スマートフォンやパソコンから、いつでもど

こでもアクセスが可能となります。また、ネットワーキング・サービスを通じてつながった相手の情報に変更が

あった場合には、登録した名刺情報が自動で最新の状態に更新され、通知が届くようになります。加えて、ビジ

ネスチャットが送り合えるメッセージ機能も利用でき、ユーザー自身が持つビジネスネットワークをよりスムー

ズに活用することが可能となります。さらに、興味のある企業の情報の収集や転職活動等に活用できるほか、さ

まざまなイベント情報が集約されたビジネスイベントメディア「Eight ONAIR」を活用することで、イベント情

報の通知を受け取ることやワンクリックでのイベント参加が可能になります。

　ビジネスモデルとしては、プロフィール管理や名刺管理機能が無料で使用できるアプリをベースとし、一部利

用機能を拡充したBtoCサービス「Eightプレミアム」と「Eight」における名刺共有を企業内で可能にするサービ

ス「Eight 企業向けプレミアム」や「Eight」のユーザーに対して広告配信ができるサービス「Eight Marketing

Solutions」、買い手と売り手を効率的にマッチングさせ、生産性を上げるビジネスイベント「Meets」、若手ビ

ジネスパーソンを対象とした大型ビジネスイベント「Climbers」、転職潜在層のユーザーにアプローチ可能な採

用関連サービス「Eight Career Design」等のBtoBサービスを提供しています。
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4【関係会社の状況】

名称 住所 資本金
主要な事
業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

Sansan Global Pte.Ltd.

（注）2
シンガポール

5,620千シンガ

ポールドル
Sansan事業 100.0

シンガポール地域等におけ

る営業及びマーケティング

業務の代行

役員の兼任あり

Sansan Corporation
米国デラウェア

州
46千米ドル Sansan事業 100.0

米国地域における販売店及

び、一部決済業務の代行

役員の兼任あり

ログミー株式会社 東京都渋谷区 16百万円 Eight事業 70.1 役員の兼任あり

（持分法適用関連会社）      

クリエイティブサーベイ

株式会社
東京都港区 100百万円 その他 40.0 役員の兼任あり

SATORI株式会社 東京都渋谷区 100百万円 その他 35.4 －

株式会社EventHub 東京都中央区 113百万円 その他 25.9 役員の兼任あり

　（注）1．連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しています。

2．特定子会社に該当しています。

3．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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5【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2021年5月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

Sansan事業 546 (310)

Eight事業 117 (25)

報告セグメント計 663 (335)

全社（共通） 291 (28)

合計 954 (363)

　（注）1．従業員数は就業人員（契約社員を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイトを含む。）は、年間の平均人

員を（　）外数で記載しています。

2．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業セグメントに区分できない部門及び管理部門に

所属しているものです。

3．従業員数が当連結会計年度中において、241名増加したのは、主として業容拡大に伴う定期及び期中採用によ

るものです。

 

(2）提出会社の状況

    2021年5月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

928 (359) 32.3 2.6 6,213

 

セグメントの名称 従業員数（人）

Sansan事業 540 (307)

Eight事業 117 (25)

報告セグメント計 657 (332)

全社（共通） 271 (27)

合計 928 (359)

　（注）1．従業員数は就業人員（契約社員を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイトを含む。）は、年間の平均人

員を（　）外数で記載しています。

2．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

3．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業セグメントに区分できない部門及び管理部門に

所属しているものです。

4．従業員数が当期中において、218名増加したのは、主として業容拡大に伴う定期及び期中採用によるもので

す。

 

(3）労働組合の状況

　当社グループの労働組合は結成されていませんが、労使関係は円滑に推移しています。
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第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものです。

 

(1)会社の経営の基本方針

当社グループは、企業理念において「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションの下、「ビジネス

インフラになる」というビジョンを掲げています。このミッション、ビジョンの実現に向けて、さまざまなビジネス

課題を抱える企業やビジネスパーソンの働き方を変え、DXを促進するサービスを展開しており、これらの事業活動の

推進が株主価値及び企業価値の最大化につながるものと考えています。

 

(2)目標とする経営指標

連結売上高の成長を重視した経営を行っています。Sansan事業においては、売上高の継続的かつ累積的な増加を実

現するため、契約件数や契約の継続率（解約率）等を重要指標としています。また、Eight事業においては、BtoB

サービスの成長や、ユーザーネットワークの構築・拡充を目的としたユーザー増加数等を重要指標として運営を行っ

ています。そのほか、「Bill One」においては、有料契約件数の拡大や契約当たり売上高の拡大等を重視していま

す。

 

(3)中長期的な会社の経営戦略

当社グループの事業や事業領域には次のような特徴があり、これらに基づいて中長期的な経営戦略を立案していま

す。

 

①企業のDXを促進するBtoBサービス（マルチプロダクト）の展開

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大によるリモートワーク等の働き方の変化やDXへの意識改革、SaaSビジネ

スへの関心の高まり等によって、市場規模はさらに拡大が続いています。また、DX市場は2030年において3兆425億

円（2019年比2兆2,513億円増）（注1）、国内SaaS市場は2024年には1兆1,178億円（2019年比5,162億円増）（注

2）の規模に達すると予想されています。

このような市場環境を背景に、当社グループでは名刺管理をはじめ、請求書や契約書、ビジネスイベント分野等

で、さまざまなビジネス課題を解決し、企業やビジネスパーソンの働き方を変え、DXを促進するBtoBサービスを展

開しており、マルチプロダクトとしての事業ポートフォリオを構成しています。今後、このマルチプロダクトが

「ビジネスインフラ」として広く認識されるよう、自社開発や他社連携等を通じたサービスの強化・拡充に取り組

みます。

 

（注）1. 富士キメラ総研「2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」

2. 富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2020年版」

 

②名刺の持つユニークな価値と市場機会

名刺は、ビジネスの出会いのシーンで交換される慣習が根強く、そこには、氏名や所属する会社、組織、役職、

連絡先等のビジネスパーソンを表す正確な情報が記載されています。また、名刺交換の履歴情報自体にもユニーク

な価値があるほか、現在でも紙のままで日常的に利用されていてデジタル化が進んでおらず、業務効率化や有効活

用の余地が大きく残されていると考えています。

当社が2007年の創業当時から手掛ける、法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」は、自ら市場を創り上げ

てきたことで、法人向けクラウド名刺管理サービス市場で83.5％（注3）のシェアを有しており、パイオニアとし

て市場をリードしています。また、2012年に開始した名刺アプリ「Eight」のユーザー拡大と合わせて、当社及び

当社サービスのブランド認知度は高まっているものと考えています。

しかしながら、日本国内に存在する企業数や従業者数でみた場合には、「Sansan」のカバー率は未だ低水準で

す。例えば、国内における総従業者数に占める「Sansan」利用者数の割合は、約2％に留まっており、利用者数

ベースでは潤沢な開拓余地が残されていると考えています（注4）。

 

（注）3．シード·プランニング「名刺管理サービスと営業サービス（SFA/CRM/オンライン名刺交換）の最新動向

4．2021年5月期末における「Sansan」合計ID数を分子とし、分母となる国内の総従業者数は、総務省統計

  「2016年経済センサス活動調査」を基に算出

 

③アナログ情報のデータ化精度99.9％を実現する仕組みとテクノロジー

名刺管理サービスにおける名刺データ化の精度は、サービスの本質的な品質・競争力に資するものであり、

「Sansan」では99.9％の精度を、そして「Eight」でもそれに準ずる高い精度を有しており、事業共通の強みと

なっています。当社グループのサービスでは、機械学習等によって日々進化するテクノロジーと、人力の組み合わ
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せによって名刺のデータ化を行っており、創業以来、人力による名刺データ入力を中心に、膨大な名刺をデータ化

してきたことで、現在では、大量の名刺を正確かつ効率的にデータ化する独自システムの開発・運営が可能となり

ました。この技術力と独自の仕組みが競争力の源泉であり、継続的なサービス品質・競争力の向上に向けて、新技

術の開発やオペレーションの改善を追求しています。また、これらの仕組みやテクノロジーは、さまざまな領域で

活用が可能であるという特徴を有しています。

 

④高い安定性を誇る財務・収益モデル

当社グループの「Sansan」の課金モデルは、継続収入が見込めるサブスクリプションモデル（月額課金）が中心

であることから、安定的かつ継続的な事業進捗が見込める収益モデルです。また、サービスの月次解約率は直近12

か月平均で1.0％以下に留まっており、契約当たり売上高の拡大に努めることで、顧客LTV（ライフタイムバ

リュー）の最大化を推進しやすい魅力的なモデルであると捉えています。

 

具体的な当社グループの経営戦略は、以下の通りです。

 

(ⅰ)Sansan事業のさらなる成長

「Sansan」は、コロナ禍において一定の制約を受けたものの、マーケティング活動から新規受注までの一連の

業務プロセスが確立しており、安定的な成長が続いています。今後のさらなる成長に向けては、引き続き「オン

ライン名刺」やデータ活用を促進するオプション機能等、コロナ禍における新しい働き方に対応し、企業のDXを

促進する機能の普及・拡大を図ることで、「Sansan」のビジネスプラットフォームとしての価値向上を推進して

いきます。加えて、営業体制の強化による契約件数の拡大や、ユーザー企業の全社員によるサービス利用（全社

利用）を前提とした新規顧客獲得や既存顧客の利用拡大の促進等についても継続的に取り組むことで、契約当た

り売上高のさらなる拡大を図ります。

 

(ⅱ)Eight事業のマネタイズ（収益化）

事業全体でのマネタイズを加速すべく、採用関連サービス「Eight Career Design」や広告サービス「Eight

Marketing Solutions」等の「Eight」のネットワークを活用した各種BtoBサービスの展開を強化していきます。

また、「オンライン名刺」機能やビジネスイベントメディア「Eight ONAIR」の利便性を向上させることで、

ユーザー数のさらなる拡大を目指します。

 

(ⅲ)クラウド請求書受領サービス「Bill One」の拡大

「Bill One」は、あらゆる請求書をオンラインで受領可能にするというユニークなモデルが受け入れられ、

2020年5月にサービスを開始して以降、高成長が継続しています。業種や規模を問わず、国内の全企業を対象と

することができるサービスであるため、大きな開拓余地が存在しており、「Bill One」のさらなる普及拡大に向

けてさまざまな施策を積極的に実施していきます。具体的には、売上高の最大化に向け、組織改編によって機動

的かつ柔軟なリソース配分が可能となった事業運営体制を背景に、営業活動やテレビCMを中心とした広告宣伝活

動・マーケティング活動等を強化していきます。

 

(ⅳ)新たなサービスの創出

企業の各種業務フローにおいては、効率性に関するさまざまな課題が山積しており、当社グループは、これま

で既存サービスで培った強みや知見を活かして、企業のDXを促進する新規サービスの創出に注力しています。具

体的には、契約書やビジネスイベント・セミナーの領域でサービス提供を開始しており、これらの業務プロセス

の確立や安定的な提供拡大を図っていくほか、新たなサービスの創出に向けた取り組みも推進していきます。

 

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社グループの対処すべき主な課題は以下の通りです。

 

①優秀な人材の採用・育成と多様性の確保

当社グループの持続的な成長のためには、多岐にわたる経歴を持つ優秀な人材を多数採用し、営業体制や開発体

制、管理体制等を整備していくことが重要であると捉えています。当社グループの企業理念や事業内容に共感した

優秀な人材が、高い意欲を持って働ける環境や仕組みの構築を進めるとともに、人材の多様性確保にも取り組んで

いきます。

 

 

②セキュリティリスクに対する管理体制の継続的な強化

当社グループは個人情報等の重要な情報資産を多く扱っており、情報管理体制を継続的に強化していくことが重

要であると考えています。現在においても個人情報保護方針及び情報セキュリティ方針を策定した上で、情報資産
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を厳重に管理する等、個人情報保護に係る施策には万全の注意を払っていますが、今後も社内体制や管理方法の強

化・整備を行っていきます。

 

③技術力の強化

アナログ情報を正確にデジタル化する技術は、当社グループの競争力の源泉であり、当社グループが手掛けるさ

まざまなサービスの成長を支える共通基盤でもあることから、継続的な改善、強化が重要であると考えています。

優秀な技術者の採用や先端技術への投資・モニタリング等を通じて、国内を代表する技術者集団になるべく、技術

力の向上に取り組んでいきます。
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2【事業等のリスク】

 

　以下において、当社グループの事業及び財務・経理の状況等に影響を及ぼす事項のうち、投資者の判断に重要な影

響を及ぼす可能性のある事項を記載しています。当社グループは、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発

生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、当社グループの株式に関する投資判断は、本項及び本書中の

本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えています。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確

実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

 

（1）新型コロナウイルス感染症拡大について

　新型コロナウイルス感染症拡大により、国内において緊急事態宣言が出される等、経済の先行きに対する不透明感

が増加しています。現時点では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響の及ぶ期間と程度を合理的に推定することは

困難ですが、沈静化が遅滞した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。具体的には、

Sansan事業において、企業の投資行動が慎重化すること等による新規契約獲得ペースの鈍化や新規契約に係る一部の

初期売上高の減少、対面での商談ができない等の営業活動の制約による商談数やリード数の減少等が生じる可能性が

あります。また、Eight事業においては、企業の採用活動の手控えによる採用サービスの成長鈍化等の可能性があり

ます。

 

（2）インターネットの利用環境について

　当社グループはインターネット関連事業を主たる事業対象としているため、インターネットの利用環境は当社グ

ループ事業の基本的な条件です。インターネットの利用に関する新たな規制の導入や弊害の発生、その他予期せざる

要因により、今後、インターネットの利用環境に大きな変化が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 

（3）クラウド事業について

　クラウドとは、アプリケーション機能をインターネット経由で提供するサービスで、ソフトウエア販売における新

しい方法・概念として認知され、浸透が進みつつあります。その一方で、今後クラウドを扱う企業レベルの競争も激

化する可能性があります。このような事業環境の下で、他社においてより画期的なコンセプトをもった商品・サービ

スが出現した場合、またはクラウド自体の需要が当社グループの予測を大きく下回る場合には、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

（4）競合について

　当社グループは、機械学習等によって日々進化するテクノロジーと、人力の組み合わせによって名刺をはじめとし

たアナログ情報のデータ化を行っていますが、創業以来、大量の名刺を正確かつ効率的にデータ化する独自のシステ

ムの開発・運営をし続けてきたことが競争力の源泉となっています。しかしながら、既存事業者との競争の激化や、

新たな参入事業者の登場により競争が激化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（5）技術革新への対応について

　当社グループは新技術の積極的な投入を行い、適時に独自のサービスを構築していく方針ですが、技術革新等への

対応が遅れた場合や、予想外に開発費等の費用が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

（6）名刺及び名刺交換の位置づけについて

　当社グループの提供するサービスは、名刺交換というビジネスシーンにおける慣習に依存しています。名刺交換と

いう商習慣の変化及び技術革新等によって、名刺交換の重要性や名刺そのものの価値、文化的背景、顧客企業におけ

る名刺管理ポリシーや社会通念上の位置づけ等に変化が生じる場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

 

（7）個人情報の取り扱いについて

　当社グループは、当社グループ従業員の個人情報に加えて、当社グループが提供するサービスにおいてユーザーの

個人情報、さらにはユーザーが保有する第三者の個人情報に関与するケースがあります。当社グループは個人情報の

取り扱いに関する重要性を十分に認識し、個人情報保護マネジメントシステムを構築・運用し、個人情報の管理に最

大限の注意を払っており、また、2005年4月に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」や、当局となる個人

情報保護委員会が制定した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の要求事項の遵守に努めていま

す。当社は、2007年10月、「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項（JISQ15001：2017）」を満たす企業と

して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバシーマーク」付与の認定を受け、その後
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2007年11月12日より2年毎に登録を更新しています。さらに当社グループは、全従業員に一般財団法人全日本情報学

習振興協会が認定する個人情報保護士の資格取得を強く推奨しています。

　また、個人情報の取り扱いについては、国内の法令のみならず、EU一般データ保護規則（GDPR）をはじめとする海

外における法令や規則（以下、「海外法令等」という）の適用を受けることがあります。当社グループでは適用可能

性のある地域について現地法律事務所等を通じて必要な調査を実施し、加えて海外法令等の動向調査レポート等を利

用する等して、海外法令等の情報を適宜収集し、これらを踏まえた必要な対策を講じています。

　当社のサービスの提供に際しては、名刺のデータ化業務の一部を当社の責任において第三者となる業務委託先に再

委託する場合があります。その場合においても、国内の法令及び海外法令等を遵守し、適切かつ合理的な方法で業務

委託先の安全管理を行っています。

　しかしながら、上記の取り組みにも関わらず、自然災害や事故、外部からの悪意による不正アクセス行為及び内部

の故意または過失による顧客情報の漏洩、消失、改ざんまたは不正利用等、万一当社グループまたは当社グループの

業務委託先から個人情報が漏洩した場合には、信用の失墜または損害賠償による損失が生じ、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

 

（8）法令について

　当社グループは、「（7）個人情報の取り扱いについて」に記載のほか、電気通信事業者として電気通信事業法及

びプロバイダーとしてのプロバイダー責任制限法等の総務省所管の法令等や、有料職業紹介事業者として職業安定法

をはじめとする厚生労働省所管の法令等、企業活動に関わる各種法令の規制を受けています。また、今後国内におい

て新たにプライバシー関連法規の制定やインターネット関連事業者を規制する新たな法律等による法的規制の整備が

行われる可能性があります。さらに、インターネットは国境を超えたネットワークであるため、海外諸国からの法的

規制による影響を受けることも想定されることから、これらが将来的に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

（9）知的財産権の侵害等について

　当社グループで開発・設計しているソフトウエアやプログラムは、当社グループが独自に開発・設計したものであ

り、当社グループは特許権侵害の調査等を、特許事務所を通じて行っています。さらに、当社グループはサービスの

名称等について商標の出願、登録を行う等、第三者の商標権を侵害しないように留意しています。

　しかしながら、第三者から特許権侵害や商標権侵害を理由とする損害賠償請求や差止請求を受ける可能性は完全に

は否定できず、その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが保有し

ている知的財産権が第三者により侵害された場合には、法的措置を含めた対応を要する等、当社グループの事業運営

に影響が及ぶ可能性があります。

 

（10）広告宣伝活動等の先行投資について

　当社グループの手掛ける事業では、先行者メリットを活かしつつ売上高拡大を目指すため、広告宣伝活動や開発活

動、営業体制の強化等において一定の先行投資が必要となります。特に、当社グループの知名度を高めるためのテレ

ビCM等を中心とした広告宣伝投資は、「Sansan」「Bill One」の新規契約の獲得に直接的に寄与することから、これ

までも積極的に実施しています。

　今後の広告宣伝活動については、その費用対効果を見ながら慎重に行っていく方針ですが、広告宣伝投資の方針に

よっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（11）企業買収等の投資について

売上高成長をはじめとした事業拡大や競争優位性の強化等を目的に、企業買収や出資等を含めたさまざまな投資を

実行しています。対象企業について事前に可能な限り詳細な審査を行い、十分にリスクを検討した上で投資を実行し

ますが、買収や出資後に事業展開等が計画通りに進捗しないこと等が生じた場合には当社グループの業績に影響を及

ぼす場合があります。

 

（12）システムインフラ等への投資について

　当社グループは、事業の拡大に応じて、システムインフラ等への投資を実施、計画していますが、当社グループの

想定を超える急激なユーザー数やアクセス数の増加、インターネット技術の急速な進歩に伴い、予定していないハー

ドウエアやソフトウエアへの投資等が必要となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

（13）Eight事業について

　当社グループのEight事業は、個人向けの無料サービスをベースとした名刺アプリを運営していますが、事業全体

としては先行投資の段階にあることから、セグメント損失を計上しています。現在、Eight事業においてはBtoBサー

ビス（企業向け有料プラン）の開発・展開に注力していますが、今後ユーザーの獲得やマネタイズ（収益化）方策の
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進捗等が計画通りに推移しない場合には、Eight事業の黒字化が遅滞し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

 

（14）海外展開について

　当社グループは、高い成長を実現するため海外展開を進めていく方針ですが、海外における名刺に関わる商習慣や

事業環境の差異等を含め、国内における事業展開以上に高いリスクが存在することは否めず、そのリスクに対応しき

れない場合や国内と比較してマーケットの開拓や収益化が想定通り進まない場合には、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。

 

（15）経営管理体制の確立について

　当社グループは、業容の拡大及び従業員の増加に合わせて内部管理体制の整備を進めており、今後も一層の充実を

図る予定ですが、適切な人的・組織的な対応ができずに、事業規模に応じた事業体制、内部管理体制の構築が追いつ

かない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（16）人材の育成及び確保について

　当社グループは、積極的に優秀な人材を採用し、社内教育等を行うことによって体制の拡充を図っています。しか

し、適切な人材を十分に確保できず、あるいは在職中の従業員が退職等をした場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。また、Sansan事業においては、今後の事業拡大に向け、特に営業人員の確保が必要とな

りますが、採用が計画通り進まなかった場合、あるいは営業人員の流出が生じた場合には、事業拡大の制約となり、

当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（17）特定の人物への依存について

　当社代表取締役である寺田親弘は、当社の設立者であるとともに、大株主であり、経営方針や事業戦略の決定にお

いて重要な役割を果たしています。このため、当社グループは、同氏に過度に依存しない体制を作るために、取締役

会等における役員間の相互の情報共有や経営組織の強化を図っています。しかし、現状において、何らかの理由によ

り同氏が当社グループの業務を継続することが困難になった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

（18）インセンティブの付与について

　当社グループは、役員及び従業員のモチベーション向上のためストックオプションを付与しており、本書提出日の

前月末現在（2021年7月31日）、その数は834,414株、発行済株式総数の2.68％となっています。今後も、役員及び従

業員のモチベーション向上のため、ストックオプション導入等のインセンティブプランを継続する方針です。なお、

これらストックオプションが行使された場合、既存株主の株式価値を希薄化させる可能性があります。

 

（19）設備及びネットワークの安定性について

　当社グループの事業を支えるサーバーは、当社グループが契約するクラウドサービスプラットフォームで管理さ

れ、複数のサーバーによる負荷の分散、定期的なバックアップの実施等を図り、システム障害を未然に防ぐべく取り

組みを行っています。障害が発生した場合に備え、リアルタイムのアクセスログチェック機能やソフトウエア障害を

即時にスタッフに通知する仕組みを整備し、また、障害が発生したことを想定した復旧訓練も実施しています。

　しかしながら、上記の取り組みにも関わらず、火災、地震等の自然災害や外的破損、人的ミスによるシステム障

害、その他予期せぬ事象の発生により、万一、当社グループの設備及びネットワークの利用に支障が生じた場合に

は、サービスの停止等を余儀なくされることとなり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（20）サービス等の不具合について

　一般的に、高度なソフトウエアは不具合の発生を完全に解消することは不可能であると言われており、当社グルー

プのアプリケーション、ソフトウエアやシステムにおいても、各種不具合が発生する可能性があります。

　今後も信頼度の高い開発体制を維持・構築していきますが、当社グループ事業の運用に支障をきたす致命的な不具

合が発見され、その不具合を適切に解決できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績に関する説明

　当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次の

通りです。

 

①経営成績の分析

　当連結会計年度においては、継続的な売上高の成長の実現に向け、人材採用をはじめとした営業体制の強化に取

り組んだほか、法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」における各種機能強化を行

いました。また、「Bill One」の成長実現に向け、営業体制の強化やテレビCMを中心とした広告宣伝活動等を行っ

た結果、当連結会計年度末における有料契約件数は239件となり、2021年2月末比で73.2%の高い成長となりまし

た。人材採用や広告宣伝活動、サービスの改善等の推進によって、2022年5月末の有料契約件数1,000件以上を目指

しています。加えて、2020年8月にはログミー株式会社（以下、「ログミー社」）を連結子会社化し、当社グルー

プがこれまで培ってきた各種ノウハウ等の導入等によって両社サービス価値のさらなる向上に取り組んだほか、

2021年5月には、当社による将来的な連結子会社化も見据えた上で、Fringe81株式会社（以下、「Fringe81社」）

と資本業務提携契約を締結しました。さらに、当社は株式会社東京証券取引所の承認を受け、2021年1月21日付

で、当社株式の上場市場を東京証券取引所マザーズから東京証券取引所市場第一部へ市場変更しました。

 

　以上の結果、当連結会計年度における売上高は16,184,553千円（前連結会計年度比21.1%増）となり、コロナ禍

における一定のマイナス影響を受けたものの、総じて堅調な実績となりました。また、売上総利益は14,192,200千

円（前連結会計年度比23.0%増）、売上総利益率は87.7%（前連結会計年度比1.3ポイント増）となりました。営業

利益は、順調な業績進捗に鑑み、中長期的な成長実現に向けた戦略を推し進めたことから広告宣伝費や人件費等が

増加し、736,613千円（前連結会計年度比2.7%減）となりました。また、経常利益は375,062千円（前連結会計年度

比13.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は182,654千円（前連結会計年度比46.2%減）となりました。

 

セグメント別の業績は以下の通りです。

 

（ⅰ）Sansan事業

　当連結会計年度においては、「Sansan」の契約件数及び契約当たり月次売上高のさらなる拡大に向け、人材採

用をはじめとした営業体制の強化のほか、オプション機能の拡充に取り組みました。新型コロナウイルス感染症

拡大の影響により、新規契約獲得に一定のマイナス影響が生じたものの、営業体制の強化等が奏功し、大手メー

カーや中小企業の新規契約獲得が進みました。この結果、当連結会計年度末における「Sansan」の契約件数は、

前連結会計年度末比14.7%増の7,744件と順調に推移しました。また、契約当たり月次売上高は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受け、「Sansan」の初期導入時に提供するサービス料金等で構成される一部の売上高が低調

に推移したこと等から、前連結会計年度比4.9%増の170千円に留まりました。直近12か月平均の月次解約率（注

1）は、強固な顧客基盤の実現に向け、既存顧客の利用拡大に対する継続的な取り組みを行った結果、0.63%（前

連結会計年度比0.03ポイント増）となり、コロナ禍においても1%以下の低水準を維持しました。

 

　以上の結果、当連結会計年度における売上高は14,583,951千円（前連結会計年度比18.7%増）、うち

「Sansan」における固定収入であるストック売上高は13,800,163千円（前連結会計年度比23.6%増）、その他の

売上高は783,787千円（前連結会計年度比29.7%減）となりました。また、セグメント利益は6,143,129千円（前

連結会計年度比28.1%増）となりました。

 

（注）1.「Sansan」の既存契約の月額課金額に占める、解約に伴い減少した月額課金額の割合

 

（ⅱ）Eight事業

　当連結会計年度においては、「Eight 企業向けプレミアム」等の各種BtoBサービスのマネタイズ強化に取り組

んだほか、新たなビジネスイベントとして、若手ビジネスパーソンを対象とした「Climbers」をオンライン形式

で2回開催し、2021年5月に開催した2回目のイベントでは、これまで当社が主催した中で過去最多のエントリー

数を獲得しました。加えて、「Eight」ユーザー数の拡大を目的として、「Eight」ユーザーにビジネスイベント

情報を届け、また、イベント主催者にはイベント集客のサポートをするビジネスイベントメディア「Eight

ONAIR」の提供を2021年5月より開始しました。この結果、当連結会計年度末における「Eight 企業向けプレミア

ム」の契約件数は前連結会計年度末比46.8%増の2,253件、「Eight」ユーザー数（注2）は前連結会計年度末比21

万人増の292万人となり、順調に伸長しました。そのほか、連結子会社化したログミー社の業績が2020年9月より

寄与しています（当セグメントのBtoBサービス売上高に計上）。
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　以上の結果、当連結会計年度における売上高は1,604,351千円（前連結会計年度比48.8%増）、うちBtoCサービ

ス売上高は296,722千円（前連結会計年度比1.8%増）、BtoBサービス売上高は1,307,629千円（前連結会計年度比

66.3%増）となりました。セグメント損益については、現在は将来の収益化に向けた先行的な投資を行っている

フェーズであることから、セグメント損失732,622千円（前連結会計年度はセグメント損失894,281千円）を計上

しました。

 

(注）2.アプリをダウンロード後、自身の名刺をプロフィールに登録した認証ユーザー数

 

②財政状態の分析

（資産）

　当連結会計年度末における総資産は24,310,195千円となり、前連結会計年度末に比べ、1,490,427千円増加し

ました。これは主に、投資有価証券の取得及び期末評価による増加1,403,351千円、ログミー社の取得によりの

れんが185,662千円増加したこと等によるものです。

 

（負債）

　当連結会計年度末における負債合計は11,725,297千円となり、前連結会計年度末に比べ、541,849千円減少し

ました。これは主に長期借入金の返済による減少3,013,174千円及び1年内返済予定の長期借入金の減少181,922

千円、顧客企業から契約期間分の料金を一括で受領すること等による前受金の増加1,429,855千円、繰延税金負

債の増加571,290千円によるものです。

 

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産額は12,584,898千円となり、前連結会計年度末に比べ、2,032,276千円増加

しました。これは主に、新株予約権の行使による資本金の増加76,295千円、資本剰余金の増加76,295千円、投資

有価証券の期末評価に伴うその他有価証券評価差額金の増加1,622,129千円及び親会社株主に帰属する当期純利

益の計上による利益剰余金の増加182,654千円によるものです。

 

③キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、12,223,291千円となり、前連結会計

年度末に比べ440,154千円減少（前年同期比3.5%減）しました。当該減少には資金に係る為替変動による影響

2,357千円が含まれています。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は3,011,227千円（前年同期は2,822,265千円の収入）となりました。主な資金増

加要因は、税金等調整前当期純利益の計上370,414千円、非現金支出となる減価償却費の計上691,356千円及び未

払金の増加620,663千円並びに前受金の増加1,401,290千円等であり、主な資金減少要因は、売上債権の増加

121,524千円、未払消費税等の減少額162,259千円、その他の負債の減少額66,088千円及び法人税等の支払額

246,997千円等によるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は551,416千円（前年同期は7,189,107千円の支出）となりました。これは主に、

関係会社株式の取得による支出660,573千円、無形固定資産の取得による支出636,059千円、投資有価証券の取得

による支出336,320千円、有形固定資産の取得による支出273,646千円等の支出、投資有価証券の売却による収入

1,680,107千円によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は2,902,323千円（前年同期は11,563,071千円の収入）となりました。これは主

に長期借入金の返済による支出3,220,929千円等の支出、短期借入金の純増加173,938千円、株式の発行による収

入152,292千円等の収入によるものです。
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④生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

　当社グループは、提供するサービスについて生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はして

いません。

 

ｂ．受注実績

　当社グループは、受注から役務提供の開始までの期間が短いため、受注実績に関する記載は省略していま

す。

 

ｃ．販売実績

　当連結会計年度の外部顧客への販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りです。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2020年6月 1日
至　2021年5月31日）

前年同期比（％）

Sansan事業（千円） 14,583,951 118.7

Eight事業（千円） 1,600,601 148.5

合計（千円） 16,184,553 121.1

（注）1．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対す

る割合が10%以上の相手先がいないため記載を省略しています。

2．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

 

（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次の通りです。なお、文中の将来

に関する事項は、本書提出日現在において判断したものです。

①重要な会計方針及び見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ています。この連結財務諸表の作成に当たって、重要となる会計方針については、「第5　経理の状況　1　連結

財務諸表等　（1）連結財務諸表　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載して

います。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについ

ては、「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）」に記

載の通りです。なお、新型コロナウィルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測

することは困難な状況にありますが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響が2022年5月末まで続

くとの仮定の下、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。

 

②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「（1）経営成績等の状況の概要」に含めて

記載しています。

 

③資本の財源及び資金の流動性

当社グループは、認知度の向上及びユーザー数の拡大をすべく、積極的に広告宣伝活動を実施してまいりまし

たが、今後も広告宣伝投資を継続して実施する方針です。当社グループの資金需要の一定割合は広告宣伝投資で

あり、必要な資金は自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等で資金調達していくことを基

本方針としています。なお、これらの資金調達方法の優先順位等に特段方針はなく、資金需要の額や使途に合わ

せて柔軟に検討を行う予定です。

 

④経営成績に重要な影響を与える要因について

　経営成績に重要な影響を与える要因については、「2　事業等のリスク」をご参照下さい。

 

⑤経営者の問題意識と今後の方針に関して

経営者の問題意識と今後の方針については、「1　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照下さ

い。

4【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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5【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

　当連結会計年度の設備投資等の総額は904,010千円です。その主なものは、Sansan事業におけるサービス用ソフト

ウエアの開発のために594,356千円の投資を実施しました。また、本社の増床や改修のために84,604千円の設備投資

を実施しました。

　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

2【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次の通りです。

(1）提出会社

2021年5月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの
 名称

設備の内容

帳簿価額
従業員数
(人)建物

（千円）
ソフトウエア
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

表参道本社

（東京都渋谷区）

Sansan事業

Eight事業
業務施設 180,155 1,023,375 58,504 1,262,036

622

(47)

（注）1．金額には消費税等は含めていません。

　　　2．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産、特許権、商標権等です。

　　　3．従業員数は就業人員（契約社員を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイトを含む。）は、年間の平均人

員を（　）外数で記載しています。

　　　4．本社は賃借物件であり、年間賃借料は506,672千円です。

 

(2）在外子会社

　主要な設備はありません。

 

3【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 

(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 117,700,000

計 117,700,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2021年5月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年8月31日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 31,183,645 31,185,660
東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式です。なお、単元

株式数は100株です。

計 31,183,645 31,185,660 － －

（注）1．「提出日現在発行数」欄には、2021年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行した株式数は含まれていません。

 2．当社株式は、2021年1月21日付で東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部へ市場変更しま

した。
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（2）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りです。

 

イ）第2回新株予約権

決議年月日 2018年6月14日

付与対象者の区分及び人数（名） 　当社取締役　1

新株予約権の数（個）※ 　45,000（注）2．

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 　普通株式　45,000（注）2．

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 　1,760（注）3．4．

新株予約権の行使期間※ 　自　2020年6月1日　至　2028年6月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　1,760

資本組入額　880

新株予約権の行使の条件※ （注）5．

新株予約権の譲渡に関する事項※ （注）6．

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）8．

　※　事業年度の末日（2021年5月31日）における内容を記載しています。提出日の前月末現在（2021年7月31日）におい

て、これらの事項に変更はありません。

　（注）1．本新株予約権は、新株予約権1個につき35円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発行

された場合の発行価格1,760円、資本組入額880円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行使時に

おける当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は1,795円、資本組入額は資本金等増加限度

額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする）である

18円を加えた898円とします。

　2．本新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式1株で

す。なお、本新株予約権を割当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式の株式分割

（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数

を調整するものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行

う場合、及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な

範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り

捨てるものとします。

3．本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額

は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満

の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

 

4．本新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処

分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使

価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式

の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割

当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
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5．本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社また

は当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとします。ただし、当社取締役

会の承認を得た場合はこの限りではありません。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権の目的たる株式が日本国内または国外の証券取引所に上場し、かつ上場

日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、本新株予約権を行使することができます。ただし、当社取締役会の

承認を得た場合はこの限りではありません。

(3)本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた

場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。

 (a)1,700円（但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」の定めに準じて取締役会により適

切に調整されるものとします。）を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合（払

込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てに

よる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除きます。）。

 (b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、1,700円（但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」の定めに準じて取締役会によ

り適切に調整されるものとします。）を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき（但

し、資本政策目的等の特段の事情により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる

価格で取引が行われた場合を除きます。）。

 (c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当

該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、1,700円（但し、「新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額」の定めに準じて取締役会により適切に調整されるものとします。）を下回

る価格となったとき。

 (d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が1,700

円（但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」の定めに準じて取締役会により適切に

調整されるものとします。）を下回ったとき（但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当

社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとします。）。

(4)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。

(5)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。

(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

6．新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

7．新株予約権の取得条項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の

承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社取締役会が定める日が到来することを

もって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約

権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるもの

とします。

(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）5に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

8．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権を以下の方針に基づきそれぞれ交付するものとします。ただし、再編対象

会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）2に準じて決定します。
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(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記（注）3及び（注）4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）8

(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、

本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記（注）5に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記（注）7に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。

 

ロ）第3回新株予約権

決議年月日 2019年1月9日

付与対象者の区分及び人数（名）

　当社の従業員　　　　399（注）8.

　当社子会社の取締役　 2

　当社子会社の従業員　 2

新株予約権の数（個）※ 　246,578[245,868]（注）1．

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 　普通株式　246,578[245,868]（注）1．

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 　3,400（注）2．3．

新株予約権の行使期間※ 　自　2021年2月1日　至　2029年1月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　3,400

資本組入額　1,700

新株予約権の行使の条件※ （注）4．

新株予約権の譲渡に関する事項※ （注）5．

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）7．

　※　事業年度の末日（2021年5月31日）における内容を記載しています。提出日の前月末現在（2021年7月31日）にかけ

て変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事項について

は事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）1．本新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式1株で

す。なお、本新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式の株式分割

（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を

調整するものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行

う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範

囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り

捨てるものとします。

2．本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額

は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未

満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
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3．本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処

分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。)、上記の

行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとし

ます。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式

の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割

当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。

4．本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、本新株予約権の権利行使時に

おいて、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとします。た

だし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合は

この限りではありません。

(2)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。

(3)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。

5．本新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

6．新株予約権の取得条項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の

承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日が到来す

ることをもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本

新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定

めるものとします。

(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）4に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(3)本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到

来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

7．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合、組織再編行為の効力発生日において

残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の本新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株

予約権を以下の方針に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移

転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）1に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記（注）2及び（注）3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）7(3)に

従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、

本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
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(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等

増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記（注）4に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記（注）6に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。

8．付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、本書提出日の前月末現在（2021年7月31日）の付与対

象者の区分及び人数は、当社の従業員330名、当社子会社の取締役2名となっています。
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また、当社はストックオプション制度に準じた制度として時価発行新株予約権信託®を活用したインセンティブプラン

を導入しています。

 

ハ）第4回新株予約権

決議年月日 2019年1月9日

付与対象者の区分及び人数（名） 　（注）9．

新株予約権の数（個）※ 　514,251[512,946]（注）1．2．

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 　普通株式　514,251[512,946]（注）1．2．

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 　3,400（注）3．4．

新株予約権の行使期間※ 　自　2020年9月1日　至　2029年1月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　3,400

資本組入額　1,700

新株予約権の行使の条件※ （注）5．

新株予約権の譲渡に関する事項※ （注）6．

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）8．

　※　事業年度の末日（2021年5月31日）における内容を記載しています。提出日の前月末現在（2021年7月31日）にかけ

て変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事項について

は事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）1．本新株予約権は、新株予約権1個につき17円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発

行された場合の発行価格3,400円、資本組入額1,700円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行

使時における当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は3,417円、資本組入額は資本金等

増加限度額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとす

る）である9円を加えた1,709円とします。

2．本新株予約権1個につき目的となる株式数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式1株です。な

お、本新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式の株式分割（当社普

通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整す

るものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転（以下、総称して「合併等」という。）を

行う場合及びその他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を調整す

ることができるものとします。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されてい

ない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとし

ます。

3．本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額

は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満

の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

 

4．本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処

分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）、上記の行

使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしま

す。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式
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の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割

当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で適切に行使価額を調整することができるものとします。
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5．本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者（以下、「受託者」という。）は、本新株予約権を行使することができ

ず、かつ、募集事項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者（以下、

「本新株予約権者」という。）のみが本新株予約権を行使できることとします。

(2)本新株予約権者は、2020年5月期から2022年5月期までのいずれかの事業年度において当社損益計算書（連

結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書）に基づき、当社Sansan事業のセグメント利益が、

3,150百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。なお、国際財務報

告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照す

べき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(3)上記(2）にかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次

に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとしま

す。

 (a)上記（注）3及び（注）4において定められた行使価額に50％を乗じた価格（1円未満切り上げ）を下回る

価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合（払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第

2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異な

ると認められる価格で行われる場合を除きます。）。

 (b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、上記（注）3及び（注）4において定められた行使価額に50％を乗じた価格（1円未満切り上げ）を下

回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき（但し、資本政策目的等の特段の事情により当

該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除きま

す。）。

 (c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当

該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記（注）3及び（注）4において定めら

れた行使価額に50％を乗じた価格（1円未満切り上げ）を下回る価格となったとき。

 (d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記

（注）3及び（注）4において定められた行使価額に50％を乗じた価格（1円未満切り上げ）を下回ったと

き（但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の

上本項への該当を判断するものとします。）。

(4)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社の子会社・関連会社の取締

役及び従業員並びに顧問、業務委託先等の社外協力者であることを要します。ただし、任期満了による退

任、定年退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合は、この限りではありませ

ん。

(5)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。

(6)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。

(7)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(8)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

6．本新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

7．新株予約権の取得条項

（1）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主

総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日

が到来することをもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとしま

す。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予

約権の一部を定めるものとします。

（2）本新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）5に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

（3）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条

第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断す

る者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、

通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

（4）本新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到

来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

8．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
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当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合、組織再編行為の効力発生日において

残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の本新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の方針に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約

権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式

移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）2に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記（注）3及び（注）4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）8(3)に

従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、

本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等

増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記（注）5に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記（注）7に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。

9．当社の代表取締役社長である寺田親弘は、当社グループの現在及び将来の役職員等に対する中長期的な企業

価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリテンションを目的として、2019年1月9日開催の臨時株主

総会決議に基づき、2019年1月30日付で税理士串田隆徳を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第

4回新株予約権)」といいます。)を設定しており、当社は本信託(第4回新株予約権)に対して、会社法に基づ

き2019年1月31日に第4回新株予約権（2019年1月9日臨時株主総会決議)を発行しています。

本信託(第4回新株予約権)は、当社グループの役職員等に対して、将来の功績に応じて、税理士串田隆徳に付

与した第4回新株予約権534,611個(1個当たり1株相当)を分配するものです。既存の新株予約権を用いたイン

センティブプランと異なり、当社グループの役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセン

ティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとと

もに、将来採用された当社グループの役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものでもありま

す。第4回新株予約権の分配を受けた者は、当該第4回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容

に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第4回新株予約権)は3つの契約(AからCまで)

により構成され、それらの概要は以下の通りです。
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名称 新株予約権信託（時価発行新株予約権信託®）

委託者 寺田　親弘

信託契約日 2019年1月30日

信託の種類と

新株予約権数

（A）318,903個※

（B）107,854個

（C）107,854個

交付日

（A）本契約締結日から2年が経過した日の翌営業日（ただし、当該日において当社の株式

が金融商品取引所に上場してから半年が経過していない場合には、金融商品取引所に

上場した日から半年が経過した日の翌営業日）

（B）本契約締結日から3年が経過した日の翌営業日（ただし、当該日において当社の株式

が金融商品取引所に上場してから1年半が経過していない場合には、金融商品取引所

に上場した日から1年半が経過した日の翌営業日）

（C）本契約締結日から4年が経過した日の翌営業日（ただし、当該日において当社の株式

が金融商品取引所に上場してから2年半が経過していない場合には、金融商品取引所

に上場した日から2年半が経過した日の翌営業日）

信託の目的

（A）に第4回新株予約権318,903個（1個当たり1株相当）

（B）に第4回新株予約権107,854個（1個当たり1株相当）

（C）に第4回新株予約権107,854個（1個当たり1株相当）

受益者適格要件

当社グループの役員及び従業員等のうち、当社のガイドライン等に定める一定の条件を満

たす者を受益者候補者とし、当社が指定し、本信託（第4回新株予約権）に係る信託契約の

定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。

なお、受益候補者に対する第4回新株予約権信託の配分は、信託ごとに①ベースポイントと

②社外評価委員会の評点の2種類に分けられており、当社のガイドラインで定められたルー

ル等に従い、評価委員会において決定されます。

①ベースポイントに基づく付与

役職員等について、本契約締結日、もしくは将来の役職員等についてはその入社時点に

おいて期待される役割や貢献に対し、パフォーマンス評価を測ってポイントとして付与

し、そのポイントに準じて分配されます。

②社外評価委員会の評点に基づく付与

役職員等について、組織や個人の特別な貢献度合いや社内外へのインパクトを測ってポ

イントとして付与し、そのポイントに準じて分配されます。

※本信託（第４回新株予約権）のうち信託（A）については、信託期間満了日の到来に伴って、当社グループの役員及び

従業員等に対して以下の通り分配されています。

なお、本書提出日の前月末現在（2021年7月31日）の付与対象者の区分及び人数は、当社の取締役2名、当社の従業員380

名、当社子会社の取締役3名となっています。

当社グループの役員：36,747個

当社グループの従業員（子会社役員を含む）：260,491個
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また、当社は、2020年7月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、

当社の取締役及び当社執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を有償で発行することを決議しまし

た。

 

ニ）第5回新株予約権

決議年月日 2020年7月14日

付与対象者の区分及び人数（名）
　当社取締役　　 6

　当社執行役員　12

新株予約権の数（個）※ 　306（注）2．

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 　普通株式　30,600（注）2．

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 　5,350（注）3．4．

新株予約権の行使期間※ 　自　2021年9月1日　至　2030年8月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　5,350

資本組入額　2,675

新株予約権の行使の条件※ （注）5．

新株予約権の譲渡に関する事項※ （注）6．

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）8．

　※　事業年度の末日（2021年5月31日）における内容を記載しています。提出日の前月末現在（2021年7月31日）におい

て、これらの事項に変更はありません。

　（注）1．本新株予約権は、新株予約権1個につき71,500円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式

が発行された場合の発行価格5,350円、資本組入額2,675円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従

い、行使時における当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は6,065円、資本組入額は資

本金等増加限度額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるも

のとする）である358円を加えた3,033円とします。

　2．本新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株

です。なお、本新株予約権を割当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式の株式分割

（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数

を調整するものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転（以下、総称して「合併等」という。）を

行う場合及びその他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整する

ことができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予

約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

3．本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額

は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満

の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

 

4．本新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処

分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使

価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式

の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割

当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。
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5．本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、2021年5月期における、当社の連

結損益計算書に記載された売上高が、16,034百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することが

できるものとします。

なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業

買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社

は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができる

ものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変

更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(2)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員である

ことを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた

場合は、この限りではありません。

(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。

(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

6．新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

7．新株予約権の取得条項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の

承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社取締役会が定める日が到来することを

もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を

取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。

(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）5に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第

3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者

に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を

省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(4)本新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到来

することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

8．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合において

は、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、

以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）2に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）

3及び（注）4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）8(3)に従って決定

される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
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は、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等

増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記（注）5に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記（注）7に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。

 

ホ）第6回新株予約権

決議年月日 2021年7月14日

付与対象者の区分及び人数（名）
　当社取締役　　 6

　当社執行役員　13

新株予約権の数（個）※ 　200（注）2．

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 　普通株式　20,000（注）2．

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 　8,370（注）3．4．

新株予約権の行使期間※ 　自　2022年9月1日　至　2031年8月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　8,370

資本組入額　4,185

新株予約権の行使の条件※ （注）5．

新株予約権の譲渡に関する事項※ （注）6．

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）8．

　※　発行決議日（2021年7月14日）における内容を記載しています。提出日の前月末現在（2021年7月31日）において、

これらの事項に変更はありません。

　（注）1．本新株予約権は、新株予約権1個につき109,000円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式

が発行された場合の発行価格8,370円、資本組入額4,185円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行

使時における当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は9,460円、資本組入額は資本金等増加

限度額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする）で

ある545円を加えた4,730円とします。

　2．本新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株

です。なお、本新株予約権を割当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式の株式分割

（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数

を調整するものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転（以下、総称して「合併等」という。）を

行う場合及びその他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整する

ことができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予

約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

3．本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額

は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満

の端数は切り上げるものとします。

 

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

 

4．本新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処

分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使

価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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既発行株式数＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式

の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割

当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。

5．本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、2022年5月期における、当社の連

結損益計算書に記載された売上高が、20,386百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することが

できるものとします。

なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業

買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社

は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができる

ものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変

更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(2)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員である

ことを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた

場合は、この限りではありません。

(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。

(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

6．新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

7．新株予約権の取得条項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の

承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社取締役会が定める日が到来することを

もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を

取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。

(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）5に定める規定により本新株予約権の行使ができなく

なった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第

3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者

に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を

省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(4)本新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到来

することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

8．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合において

は、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、

以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）2に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
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各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）

3及び（注）4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）8(3)に従って決定

される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等

増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記（注）5に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記（注）7に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株)

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2017年4月18日

(注）1．
－

普通株式

2,040

B種株式

339

C種株式

236

△359,374 1,053,230 △992,013 －

2017年7月28日

(注）2．

D種株式

240

普通株式

2,040

B種株式

339

C種株式

236

D種株式

240

2,110,898 3,164,128 2,110,898 2,110,898

2017年8月15日

(注）3．
－

普通株式

2,040

B種株式

339

C種株式

236

D種株式

240

－ 3,164,128 △667,864 1,443,034

2018年6月15日

(注）4．

普通株式

20,397,960

B種株式

3,389,661

C種株式

2,359,764

D種株式

2,399,760

普通株式

20,400,000

B種株式

3,390,000

C種株式

2,360,000

D種株式

2,400,000

－ 3,164,128 － 1,443,034

 

EDINET提出書類

Ｓａｎｓａｎ株式会社(E34960)

有価証券報告書

 37/113



 

年月日
発行済株式総数
増減数（株)

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2018年9月26日

(注）5．
－

普通株式

20,400,000

B種株式

3,390,000

C種株式

2,360,000

D種株式

2,400,000

△1,851,627 1,312,501 △1,443,034 －

2018年12月4日

(注）6．

E種株式

882,353

普通株式

20,400,000

B種株式

3,390,000

C種株式

2,360,000

D種株式

2,400,000

E種株式

882,353

1,500,000 2,812,501 1,500,000 1,500,000

2019年1月31日

（注）7．

普通株式

9,032,353

B種株式

△3,390,000

C種株式

△2,360,000

D種株式

△2,400,000

E種株式

△882,353

普通株式

29,432,353
－ 2,812,501 － 1,500,000

2019年6月18日

（注）8.

普通株式

500,000

普通株式

29,932,353
1,051,875 3,864,376 1,051,875 2,551,875

2019年7月17日

（注）9.

普通株式

1,126,500

普通株式

31,058,853
2,369,874 6,234,250 2,369,874 4,921,749

2019年7月30日

（注）10.
－

普通株式

31,058,853
－ 6,234,250 △947,106 3,974,643

2019年12月20日

（注）11.

普通株式

80,000

普通株式

31,138,853
2,400 6,236,650 2,400 3,977,043

2021年2月1日～5月

31日

（注）12.

普通株式

44,792

普通株式

31,183,645
76,295 6,312,946 76,295 4,053,338

（注）1．2017年3月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政

策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。な

お、資本金の減資割合は25.4％、資本準備金の減資割合は100％となっています。

2．有償第三者割当

D種株式　発行価格　17,590,823円

資本組入額　8,795,412円

割当先　株式会社SMBC信託銀行（特定運用金外信託口 契約番号12100440）

　　　　DCM　Ⅶ, L.P.

　　　　DCM Ventures China Fund（DCM Ⅶ), L.P.
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　　　　A-Fund, L.P.

　　　　salesforce.com, inc.

3．2017年8月15日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政

策を実現するために、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本準

備金の減資割合は31.6％となっています。

4．株式分割（1：10,000）によるものです。

5．2018年8月21日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政

策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。な

お、資本金の減資割合は58.5％、資本準備金の減資割合は100％となっています。

6．有償第三者割当

E種株式　発行価格　3,400円

資本組入額　1,700円

割当先　日本郵政キャピタル株式会社

　　　　SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合

　　　　T. Rowe Price Japan Fund

　　　　A-Fund, L.P.

7．2019年1月30日開催の臨時株主総会、普通株主による種類株主総会、B種株主による種類株主総会、C種株主に

よる種類株主総会、D種株主による種類株主総会及びE種株主による種類株主総会で定款変更が決議され各種

類株式が廃止されたことを受け、2019年1月31日付でB種株式3,390,000株、C種株式2,360,000株、D種株式

2,400,000株及びE種株式882,353株につき普通株式9,032,353株へ転換しています。これにより、発行済株式

総数（普通株式）は9,032,353株増加し、29,432,353株となっています。

8．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　4,500円

引受価額　　4,207.50円

資本組入額　2,103.75円

払込金総額　2,103,750,000円

9．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

発行価格　　4,500円

引受価額　　4,207.50円

資本組入額　2,103.75円

割当先　　　野村證券株式会社

10．2019年7月30日開催の取締役会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策

を実現するために、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本準備

金の減資割合は19.2％となっています。

11．2019年12月20日付での新株予約権の行使により、発行済株式総数が80,000株、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ2,400千円増加しています。

12. 2021年2月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が44,792株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ76,295千円増加しています。

13．2021年6月1日から提出日の前月末現在（2021年7月31日）までの間に、新株予約権の行使により、発行済株

式総数が2,015株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,436千円増加しています。
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（5）【所有者別状況】

       2021年5月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 26 29 45 197 4 2,249 2,550 －

所有株式数

（単元）
－ 56,390 2,163 7,852 100,526 612 144,184 311,727 10,945

所有株式数の割

合（％）
－ 18.09 0.69 2.52 32.25 0.20 46.25 100 －

（注）自己株式40株は、「単元未満株式の状況」に含まれています。

（6）【大株主の状況】

  2021年5月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

寺田　親弘 東京都杉並区 10,358,230 33.22

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町2-11-3 2,383,400 7.64

DCM Ventures China Fund(DCM

VII), L.P.

CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED

FLOOR 4 WILLOW HOUSE CRICKET SQUARE

GRAND CAYMAN KY1-9010 CAYMAN ISLANDS

1,355,000 4.35

A-Fund, L.P.

CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED

FLOOR 4 WILLOW HOUSE CRICKET SQUARE

GRAND CAYMAN KY1-9010 CAYMAN ISLANDS

1,280,000 4.10

富岡　圭 東京都目黒区 1,040,000 3.34

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海1-8-12 1,014,900 3.25

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

(常任代理人　ゴールドマン·サック

ス証券株式会社）

PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON

EC4A 4AU, U.K.（東京都港区六本木6-

10-1　六本木ヒルズ森タワー）

776,100 2.49

JP MORGAN CHASE BANK 385632

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

25 BANK STREET, CANARY W HARF,

LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM（東

京都港区港南2丁目15-1品川インターシ

ティA棟）

746,449 2.39

UBS AG LONDON A/C

IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT

（常任代理人　シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

BAHNHOFSTRASSE　45, 8001 ZURICH, 

SWITZERLAND（東京都新宿区新宿6-27-

30）

641,995 2.06

塩見　賢治 東京都新宿区 580,000 1.86

計 － 20,176,074 64.70

（注）1． 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は

1,926,500株です。

なお、それらの内訳は、年金信託組入分179,500株、投資信託組入分1,747,000株となっています。

2． 上記日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は579,400株です。

なお、それらの内訳は、年金信託組入分94,100株、投資信託組入分485,300株となっています。

3． 2019年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、Pleiad Investment Advisors

Limitedが2019年8月6日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年5月

31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

なお、その大量保有報告書の内容は次の通りです。
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氏名または名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

Pleiad Investment

Advisors Limited

26th Floor, Asia Pacific

Centre,8 Wyndham Street,

Central, Hong Kong

株式 1,566,400 5.04

4． 2020年11月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ティー・ロウ・プ

ライス・ジャパン株式会社及び共同保有者1名が2019年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載

されているものの、当社として2021年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記

大株主の状況には含めていません。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次の通りです。

氏名または名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

ティー・ロウ・プライ

ス・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番2

号グラントウキョウサウスタワー

10階

株式 1,577,547 5.07

T. Rowe Price

International Ltd.

60 Queen Victoria Street,

London, EC4N4TZ, UK
株式    11,700 0.04

5． 2019年11月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、Capital Research and

Management Companyが2019年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社と

して2021年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてい

ません。

なお、その大量保有報告書の内容は次の通りです。

氏名または名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

Capital Research and

Management Company

333 South Hope Street, Los

Angeles, CA 90071, U.S.A.
株式 731,200 2.35

6． 2020年1月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、スパークス・アセッ

ト・マネジメント株式会社が2019年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、

当社として2021年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含

めていません。

なお、その大量保有報告書の内容は次の通りです。

氏名または名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

スパークス・アセット・

マネジメント株式会社

東京都港区港南一丁目2番70号

品川シーズンテラス6階
株式 1,010,000 3.25

7． 2020年1月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、JPモルガン・アセッ

ト・マネジメント株式会社及び共同保有者2名が2019年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載

されているものの、当社として2021年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記

大株主の状況には含めていません。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次の通りです。

氏名または名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

JPモルガン・アセット・

マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目7番3

号　東京ビルディング
株式 1,446,800 4.66

JPモルガン証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目7番3

号　東京ビルディング
株式    25,800 0.08

J.P. Morgan Securities

plc

英国、ロンドン E14 5JP　カナ

リー・ウォーフ、バンク・スト

リート25

株式　　35,267 0.11

8． 2021年2月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（特例対象株券等）において、フィデリティ投

信株式会社が2021年1月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021

年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

なお、その大量保有報告書（特例対象株券等）の内容は次の通りです。

氏名または名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

フィデリティ投信株式会

社
東京都港区六本木七丁目7番7号 株式 1,571,900 5.05
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（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年5月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 31,172,700 311,727

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限

定のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は100株

です。

単元未満株式 普通株式 10,945 － －

発行済株式総数  31,183,645 － －

総株主の議決権  － 311,727 －

（注）「単元未満株式」欄には、当社名義の株式が40株含まれています。

②【自己株式等】

　該当事項はありません。
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2【自己株式の取得等の状況】

 【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

（1）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（2）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 40 261,200

当期間における取得自己株式 55 508,100

（注）当期間における取得自己株式には、2021年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式は含まれていません。

 

（4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
 

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株

式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に

係る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 40 － 55 －
 
（注）１．当期間における保有自己株式数には、2021年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれていません。

 

3【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元を適切に行っていくことが重要であると認識しており、内部留保とのバランスを考

慮して安定した配当を実施していくことを基本方針としています。しかしながら、本書提出日現在では事業も成長段

階にあることから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業拡大のための投資に充

当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えています。

　当事業年度においては、配当は見送りとしました。内部留保資金については、財務体質の強化及び事業拡大のため

の財源として利用していく予定です。

　剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これら

剰余金の配当の決定機関は取締役会です。なお、当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項に

ついては、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨を定款に定めて

います。

 

EDINET提出書類

Ｓａｎｓａｎ株式会社(E34960)

有価証券報告書

 44/113



4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（1）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションの下、「ビジネスインフラ」になるというビジョン

を掲げて事業を展開しており、出会いの証である名刺を軸として、出会いの持つ可能性を再発見し、ビジネスそして

出会いそのもののあり方にイノベーションを起こすサービスを提供することにより、持続的な企業価値の最大化と社

会への貢献を実現し、全てのステークホルダーから継続的な信頼を得ることが重要であると認識しています。当該認

識の下、取締役による監督機能を強化することで、コーポレートガバナンスの一層の充実を図り、経営の健全性と透

明性をさらに向上させることを目的として、当社は監査等委員会設置会社制度を採用としています。監査等委員会の

設置により、経営の意思決定と業務執行の監理監督において透明性を確保するとともに、取締役会において定めた

「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムを構築し運用の徹底を図り、コーポレートガバナ

ンスの維持・強化に努めています。

 

② 企業統治の体制及びその体制を採用する理由

　イ）企業統治の体制の概要

　当社は、取締役による監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの一層の充実を図り、経営の健全性と透

明性をさらに向上させることを目的として、2015年8月18日開催の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社に

移行しています。

（取締役会）

　当社の取締役会は、監査等委員である取締役4名を含む取締役9名で構成されており、監査等委員である取締役は全

員が社外取締役です。社外取締役には、他の会社の役員経験を有する者等を招聘し、各自の豊富な実務経験に基づく

企業経営に関する知見を活用するとともに、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とす

る体制作りを推進しています。

　取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を原則毎月1回開催するほか必要に応じて臨

時取締役会を開催しています。

　取締役会は、法令及び定款に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思決定機関として機能してい

ます。

　議　長：代表取締役社長　寺田親弘

　構成員：取締役　富岡圭、取締役　塩見賢治、取締役　大間祐太、取締役　橋本宗之、取締役監査等委員　横澤靖

子（社外取締役）、取締役監査等委員　赤浦徹（社外取締役）、取締役監査等委員　石川善樹（社外取締

役）、取締役監査等委員　塩月燈子（社外取締役）

 

（監査等委員会）

　当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名によって構成され、その全員が社外取締役です。監査等委員

である取締役には弁護士や会計及び企業経営について独立した観点を有する者も含まれており、各々の職業倫理の観

点で経営監視が行われる体制を整備しています。

　監査等委員である取締役は、取締役会その他において、取締役の職務執行について適宜意見を述べています。

　監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査・監

督を行うため、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、内部監査室及び会計監査人

との会合も設け、監査に必要な情報の共有化を図っています。

　議　長：取締役監査等委員　横澤靖子（社外取締役）

　構成員：取締役監査等委員　赤浦徹（社外取締役）、取締役監査等委員　石川善樹（社外取締役）、取締役監査等

委員　塩月燈子（社外取締役）

 

（内部監査）

当社の内部監査部門（内部監査室）は、代表取締役社長の直下組織とすることにより他の業務執行部門からの独立

性を確保し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告しています。

内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人との連携を保ち、監査に必要な情報の共有化を図ることにより、各

監査の実効性を高めています。

 

　ロ）当該体制を採用する理由

　当社は、経営の透明・公正かつ迅速な意思決定を実現するコーポレートガバナンス体制の構築に向け、現在のコー

ポレートガバナンス体制が、取締役会の意思決定・監督機能強化と業務執行の迅速化を実現できる企業統治システム

と判断し、現体制を採用しています。

EDINET提出書類

Ｓａｎｓａｎ株式会社(E34960)

有価証券報告書

 45/113



　ハ）当社の機関・内部統制の関係

　当社のコーポレートガバナンス体制は以下の図の通りです。

 

③　内部統制システムの整備の状況

　当社は、取締役会において定めた「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムを構築すると

ともに運用の徹底を図ることで、コーポレートガバナンスの維持・強化に努めています。

 

イ）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（法令定款遵守体制）

・取締役及び従業者は、当社の経営理念並びに行動準則である「Sansanのカタチ」に則り、法令及び定款を始めと

する社内規程を遵守することはもとより、高い倫理観に基づく適正な企業活動を行う。

・代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査室による内部監査を実施し、法令や定款、社内規程等に基づく業

務執行が行われているかを確認するとともに、発見された課題については、随時改善を図る。

 

ロ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（情報保存管理体制）

・取締役の職務執行に関する文書、帳票類、電磁的記録等の各種情報を「文書管理規程」に基づき、機密度に応じ

て分類の上、保存・管理する。

・取締役は、当該文書及び記録を常時閲覧することができる。

 

ハ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制（損失危機管理体制）

・当社の事業活動に潜在する各種リスクについては、社内規程及び対応体制の整備を通じ、適切に管理する。

・個人情報の適切な取扱いを最重要視し、個人情報保護管理者を設けるとともに、「個人情報保護基本規程」を中

心とした各種社内規程を定め、個人情報管理に伴うリスクの極小化を図る。

・情報システムにおけるセキュリティ及びリスク管理に関する責任と権限を有する最高情報責任者を選任し、「情

報システム管理規程」を定め、情報セキュリティリスクの低減に努める。

・当社に重大な損失の発生が予測される各種リスクが顕在化した場合、取締役は速やかに監査等委員会に報告を行

う。

 

ニ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（効率性確保体制）

・取締役で構成する定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、法令、定款及び取締役会

規程に則り、重要事項について審議・決定を行い、また業務執行取締役からの報告を受け、業務執行状況につい

ての監督を行う。

・「取締役会規程」をはじめとした社内規程を整備し権限及び責任を明確化することにより、適切かつ効率的な意

思決定体制を構築する。

 

ホ）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（企業

集団内部統制）

・当社及びその子会社等から構成されるSansanグループは、各会社の経営理念及び行動準則並びに各会社に適用さ

れる法令及び定款をはじめとする社内規程をそれぞれ遵守し、高い倫理観に基づく適正な事業活動を行うことを

方針として掲げ、公明正大かつ責任あるビジネスの展開に努め、Sansanグループの持続的成長に資するものとす

る。
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　また、子会社に対する経営関与についての基本方針として、「子会社管理規程」を制定し、当該規程に基づき

子会社との間で経営管理契約を締結する等、グループガバナンスが機能する体制を整備する。

・内部監査室は、当社及び子会社の業務運営が法令、定款、社内規程等を遵守しているかを確認するため、定期的

に監査を実施する。

 

ヘ）財務報告に係る内部統制体制（財務報告の適正性を確保するための体制）

・当社及び子会社の財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法その他当社及び子会社に適用される国内外

の法令等に基づき、「財務報告に係る内部統制基本方針」をはじめとする社内規程を整備し、適切に運用する。

・財務報告に関するモニタリング体制を整備・運用し、それらを通じて内部統制上の問題（不備）が把握された場

合には、適時・適切に報告される体制を整備する。

・IT（情報インフラ）について、財務報告に係る内部統制に関し有効かつ効率的に利用するとともに、それらの全

般統制及び業務処理統制について適切に対応する。

 

ト）監査等委員会の職務を補助すべき事務局に関する事項、当該事務局員の独立性に関する事項及び当該事務局員

に対する指示の実効性の確保に関する事項(監査等委員会事務局及び事務局員の設置)（監査等委員会事務局員

の独立性）（監査等委員会事務局員への指示実効性確保）

・監査等委員会に直属する事務局を設置し、監査等委員の職務補助に専従する事務局員を置く。

・当該事務局員に対する指揮命令権限は監査等委員会に専属させ、その選任・異動・人事考課・処分等の人事に関

する事項については、監査等委員会に事前通知の上、同意を得る。

 

チ）取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制(監査

等委員会への報告体制)

・取締役及び従業者は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項や内部監査の

実施状況を速やかに報告するとともに、監査等委員会からの要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行う。

・「内部通報制度規程」を制定し、その定めに基づく運用により、適切な報告体制を確保するとともに、当該制度

を利用して報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告を理由とした不利な取り扱いを行わない。

 

リ）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(監査等委員会監査の実効性確保の

ための体制)

・代表取締役社長は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に意見交換の場を持ち、意思の疎通を図る。

・監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換を行う他、内部監査室とも連携し、随時情報交換を行う。

・監査等委員会がその職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めた時は、これに応じる。

 

　なお上記に加え、当社は「贈収賄防止基本方針」及び「反社会的勢力に対する基本方針」を制定するとともに、社

内外への掲示と運用を通じた遵守体制の確保及び維持により、公明正大かつ責任ある企業活動に努めています。

 

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額です。
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⑤　役員等との間で締結している補償契約の内容の概要

　当社は、取締役（監査等委員である者を除く）及び監査等委員である取締役との間で、会社法第430条の2第1項に

規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償

することとしています。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた

め、次に掲げる事項に該当する場合には補償の対象としないこととしています。

・争訟費用のうち通常要する費用の額を超える部分

・当社が損害金等を賠償するとすれば被補償者である取締役（以下「被補償者」という。）が当社に対して会社法第

423条第1項の責任を負う場合には、損害金等のうち当該責任に係る部分

・被補償者がその職務を行うにつき悪意または重大な過失があったことにより責任を負う損害金等の全部

　また、当社が被補償者に対し補償金を支払った後であっても、次の事項に該当する場合には、被補償者は当社に対

して補償金の全部または一部を返還することとしています。

・被補償者が自己若しくは第三者の不正な利益を図りまたは当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明し

た場合には、補償を受けた費用等の全部

・本契約に基づき補償を受けた費用等の全部または一部について補償を受けることができないことが判明した場合に

は、補償を受けた費用等のうち本契約に基づき補償を受けることができない部分

・当社が保険者との間で締結する保険契約のうち被補償者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の

追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、被補

償者を被保険者とするものに基づき、被補償者が保険者から填補を受けた場合には、補償を受けた費用等のうち当

該填補を受けた部分

 

⑥　役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保

険契約の被保険者の範囲は取締役（監査等委員である者を除く）、監査等委員である取締役、執行役員及び当社子会

社取締役（以下「役員等」といいます。）であり、取締役会決議により被保険者は保険料を負担していません。当該

保険契約により被保険者が当社または当社子会社の役員等としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求が

なされたことにより、被保険者が損害賠償金及び争訟費用を負担することで被る損害が塡補されます。ただし、被保

険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、次に掲げる事項に該当した場合には塡補の対象としない

こととしています。

・当社及び役員等が違法に利益または便宜を得た場合

・法令及び当社社内規程等に違反することを認識しながら行った行為

 

⑦　取締役の員数

　当社は、取締役（監査等委員である者を除く。）は8名以内とする旨を定款に定めています。監査等委員である取

締役は5名以内とする旨を定款に定めています。

 

⑧　取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役の選任決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めて

います。

　また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めています。

 

⑨　株主総会の特別決議要件

　当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決

権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主

総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

 

⑩　剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、

株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の

権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
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⑪　反社会的勢力の排除に向けた具体的な取り組み状況

　当社は「反社会的勢力に対する基本方針」において反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たない旨を定めて

おり、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。

　取引先については、取引開始や契約更新のタイミングにおけるチェックを徹底しています。サービス約款や業務提

携契約等の契約書面に、取引先が反社会的勢力ではない旨を表明・保証する項目を盛り込むとともに、事後的に取引

先が反社会的勢力であることが判明した場合でも契約を解除できる内容としています。また、反社会的勢力の排除に

関する社内規程を整備し、取引先に対し定期的な審査を実施しています。

 

⑫　子会社及び関連会社に対する管理体制について

　当社及びその子会社からなるグループ全体での事業運営の適正性を確保することを目的に「子会社管理規程」を制

定し、当該規程に基づき子会社との間で経営管理契約を締結する等、グループガバナンスが機能する体制の整備を

行っています。

 

⑬　会社の支配に関する基本方針について

　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者は、持続的かつ安定的な成長を目指し、企業価値の最大化及び株主

共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきだと考えています。

　現時点では特別な買収防衛策は導入していませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討

を行っていきます。
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（2）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役社長

執行役員/CEO
寺田 親弘 1976年12月29日生

1999年4月　三井物産㈱入社

2001年5月　Mitsui Comtek社シリコンバ

レー勤務

2006年2月　三井物産セキュアディレク

ション㈱出向 経営管理部長

2007年6月　当社代表取締役社長就任（現

任）

（注）3 10,358,230

取締役

執行役員/CRO

ビジネス統括本部管掌役員

富岡 圭 1976年 5月26日生

1999年4月　日本オラクル㈱入社

2006年6月　同社バンコク勤務

2007年6月　当社取締役就任（現任） （注）3 1,040,000

取締役

執行役員/CTO

技術本部・Eight事業部管掌役員

塩見 賢治 1970年 8月12日生

1994年4月　㈱物産システムインテグレー

ション（現三井情報㈱）入社

2000年12月 三井物産㈱Mitsui Comtek社

出向

2005年4月　㈱ウィズダムネットワークス

入社

2006年6月　㈱ユナイテッドポータル代表

取締役社長就任

2007年6月　当社取締役就任（現任）

（注）3 580,000

取締役

執行役員/CHRO

人事部管掌役員

大間　祐太 1983年 9月27日生

2006年4月　㈱ワークポート入社

2008年10月 ㈱Blast入社　取締役

2010年2月　当社入社

2019年8月　当社取締役就任（現任）

（注）3 22,000

取締役

執行役員/CFO

財務経理部・総務法務部・オフィス戦

略部管掌役員

橋本　宗之 1982年 1月10日生

2004年4月　リーマン・ブラザーズ証券㈱

入社

2008年9月　バークレイズ・キャピタル証

券㈱入社

2013年1月　DBJ投資アドバイザリー㈱入

社

2017年11月 当社入社

2020年8月　当社取締役就任（現任）

（注）3 13,300

取締役

（監査等委員）
横澤　靖子 1977年 6月11日生

2002年10月 第一東京弁護士会登録　

          TMI総合法律事務所入所

2010年4月　ヤフー㈱出向

2017年1月　TMI総合法律事務所カウンセ

ル弁護士就任（現任）

2018年8月　当社取締役（監査等委員）就

任（現任）

（注）4 －

取締役

（監査等委員）
赤浦 徹 1968 年 8 月 7 日 生

1991年4月　日本合同ファイナンス㈱

（現：ジャフコグループ㈱）

入社

1999年10月 インキュベイトキャピタル

パートナーズ　ゼネラルパー

トナー就任

2000年3月　㈱エスプール　社外取締役就

任（現任）

2007年8月　当社取締役就任

2010年9月　インキュベイトファンド㈱　

代表取締役就任（現任）

2015年8月　当社取締役（監査等委員）就

任（現任）

（注）5 430,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役

（監査等委員）
石川　善樹 1981 年 2 月 27 日 生

2008年11月 ㈱キャンサースキャン　取締

役就任（現任）

2014年9月　㈱Campus for H　取締役就任

2018年9月　（公財）Well-being for

Planet Earth 代表理事就任

2019年1月　当社取締役（監査等委員）就

任（現任）

（注）4 －

取締役

（監査等委員）
塩月　燈子 1973 年 1 月 9 日 生

1996年4月　日本航空㈱ 入社

1999年10月 公認会計士第二次試験合格

2000年7月　㈱サイバーエージェント 常

勤監査役

2007年3月　東京大学大学院 法務博士

（専門職）取得

2017年12月 ㈱サイバーエージェント 取

締役[常勤監査等委員]（現

任）

2021年8月　当社取締役（監査等委員）就

任（現任）

（注）5 －

計 12,443,530

　（注）1．横澤　靖子、赤浦　徹、石川善樹　及び塩月　燈子は、社外取締役です。

2．当社の監査等委員会の体制は次の通りです。

委員長　横澤　靖子、委員　赤浦　徹、委員　石川　善樹、委員　塩月　燈子

3．2021年8月31日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4．2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

5．2021年8月31日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

②　社外役員の状況

　提出日時点において、監査等委員である取締役4名全員は本書提出日現在の会社法における社外取締役です。

　当社は、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを

判断した上で、独立役員について取締役会での議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としていま

す。本方針に基づき、当社外取締役3名を独立役員として選定しています。なお、社外役員の独立性に関する基準

または方針については特段定めていませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関

する基準等を参考に選任しています。また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有

し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針です。

　社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は以下の通りです。

 

イ）社外取締役の横澤靖子は、弁護士としての企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な知識及び経験を有

しており、当社の新規事業戦略等に係る法的整理を始めとして、独立役員としての客観的立場における意見具

申等を期待して選任しています。当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は

ありません。

ロ）社外取締役の赤浦徹は、インキュベイトファンド㈱の代表取締役として、ベンチャーキャピタル事業における

長期の職務経験と他の会社における役員としての豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い見識を有して

おり、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待して選任しています。また、当社の普通株式を

430,000株保有しているほか、同氏が間接的に関係しているファンドに対して当社も出資を行っていますが、

その他、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ハ）社外取締役の石川善樹は、予防医学・行動科学研究者としてのデータサイエンス領域、人材戦略及びサステナ

ビリティ等に関する専門的かつ豊富な知識と、創業並びに経営に携わる事業会社等での職務経験を有している

ことから、これらを通じて培われた多角的な観点や独立役員としての客観的立場における意見具申等を期待し

て選任しています。なお、当社の取締役就任以前より、同氏が所属する会社に対して当社グループはコンサル

ティング業務や分析業務等を委託していましたが、当社の取締役選任に当たり、それらの契約を解消していま

す。その他、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ニ）社外取締役の塩月燈子は、会計士補資格並びに法務博士（専門職）の学位を持ち、会計・監査・法務に関する

幅広い見識を活かして上場会社の常勤監査等委員を務める等、事業会社における豊富な経験等を有しているこ

とから、独立役員としての監査・監督の観点はもとより多様性も含めた有意義な意見具申を期待して選任して

います。当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
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③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

門との関係

　社外取締役による監督または監査と、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

については後述の「（3）［監査の状況］」の記載の通り、十分な連携が取れていると考えています。
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（3）【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、いずれも社外取締役である横澤靖子、赤浦徹、石川善樹及び塩月燈子の4名により構成

され、社外取締役（独立役員）である横澤靖子が監査等委員会委員長を務めています。監査等委員会は監査等委員

会規程に基づき、監査等委員会で決定された監査基準、監査方針、監査計画及び監査の方法等に従い監査業務を

行っています。

監査等委員である社外取締役 横澤靖子は弁護士の資格を有しており、その専門的立場から、当社の法務等に関

する提言及び助言を行っています。また同じく監査等委員である社外取締役 塩月燈子は会計士補資格並びに法務

博士（専門職）の学位を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

なお、当社は監査等委員会の円滑な職務遂行を支援する専任の事務局員を配置しています。当該事務局員による

主要会議への参加、重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会の要請に応じた報告や情報提供が適時に行われてお

り、内部統制システムを利用した十分な監査業務を遂行できる環境を整備していることから、常勤の監査等委員は

選定していません。

当事業年度において、当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通

りです。

 

氏　名 出席回数 出席率

横澤　靖子 13回 100％

赤浦　徹 13回 100％

本多　央輔 13回 100％

石川　善樹 13回 100％

 

監査等委員会は、監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されて

いるかを確認し、内部監査室による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受け、監査等委員会において情

報を共有しています。また、監査等委員と代表取締役との間で十分な意思疎通を図り相互認識を深めるため、監査

上の重要課題等をテーマに意見交換を実施しています。

各監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べる

ことにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っています。

また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。さらに、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査

に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等にしたがって整備している旨の通知を受け、必要に応

じて説明を求めています。

 

②　内部監査の状況

当社の内部監査は、内部監査室所属の内部監査室長1名及び内部監査室長が指名する内部監査人2名が担当してい

ます。内部監査は、当社の経営目標の達成と安定的な事業運営に寄与するために、当社にて整備・運用されている

内部統制の有効性を検証・評価し、改善が必要な事項について指摘しかつ改善に向けた助言を行うことを目的とし

ています。内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画を作成し、代表取締役社長による承認を得た上で内部監査を

実施し、監査結果を代表取締役及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び

改善状況の確認を行います。内部監査は内部監査室に所属する1名及び内部監査室から指名を受けた他の者が行っ

ています。

内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有化を図っています。

 

③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人
 
ｂ．継続監査期間

7年間
 
ｃ．業務を執行した公認会計士

中村 宏之

鶴 彦太

継続監査年数については、全員が7年未満であるため、記載を省略しています。
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ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他10名です。
 

ｅ．監査法人の選定方針と理由

　当社は、会計監査人の選定方針は定めていませんが、監査日数、人員配置並びに前事業年度の監査実績の検

証及び評価等を実施した上で決定しています。
 
ｆ．監査等委員会による監査法人の評価

　当社監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価に当たっては、独立の立場を保持

し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて追加説明を求めています。また、職務の執行が適正に行われることを確保するための体制に

関し、「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日　企業会計審議会）等にしたがっている旨の通知を

受け、説明を求めています。

　上記内容をもとに、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」（平成27年11月10

日公益社団法人日本監査役協会）にある評価項目に準じて評価を行った結果、監査法人の職務執行に問題はな

いと評価しています。

 

④　監査報酬の内容等

イ）監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（千円）

非監査業務に
基づく報酬（千円）

監査証明業務に
基づく報酬（千円）

非監査業務に
基づく報酬（千円）

提出会社 16,500 － 19,400 －

連結子会社 － － － －

計 16,500 － 19,400 －

 

ロ）監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMGメンバーファーム）に対する報酬（イ）を除く）

（前連結会計年度）

　当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG税理士法人に対して、税務顧問

契約に基づく申告書作成支援業務等の報酬として1,600千円を支払っています。

 

（当連結会計年度）

　該当事項はありません。

 

ハ）その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ニ）監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、

監査日数を勘案し、会社法第399条第1項に基づく監査等委員会の同意を得た上で決定しています。

 

ホ）監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査

人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人

の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると考えられるこ

とから、会社法第399条第1項の同意を行っています。
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（4）【役員の報酬等】

 

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の報酬等に係る決定方針を決議しています。当社の監

査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査等委員全員の協議によ

り決定しています。また同年5月18日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である者を除く）の個別報酬

等の内容決定について代表取締役への委任から取締役会決議による決定へとその方法を変更する旨の決議を行って

います。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立役員へ諮問し、答申を受けること

としています。これにより、第15期以降の取締役（監査等委員である者を除く）の個別報酬等の内容決定について

は、取締役会の決議によるものとなります。

　また、当事業年度の取締役（監査等委員である者を除く）の個別報酬等の内容決定については、上記決定方針の

決議前であることから2020年8月26日開催の臨時取締役会決議に基づき代表取締役社長（執行役員/CEO）である寺

田親弘への委任を行っています。委任した理由は、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を踏

まえ、個別報酬等の内容を決定する者として、代表取締役が適任と判断したためです。当該個別報酬の決定に際し

ては、取締役会による事前協議を行い、代表取締役は当該事前協議の結果を踏まえて決定を行っていることから、

取締役会としては、個別報酬等の内容は上記決定方針に沿うものであると判断しています。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。

ａ．基本報酬（固定の金銭報酬）に関する取締役の個別報酬等の額又は算定方法の決定方針

　取締役（監査等委員である者を除く）の個別基本報酬額は、株主総会にて決議された報酬総額の限度内におい

て、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績や経済状況等を勘案し、毎期、更新・決定するものとする。

　なお、監査等委員である取締役の個別基本報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内において、

監査等委員全員の協議により決定している。

ｂ．業績連動報酬・非金銭報酬の導入及び決定方針

　取締役の個別報酬等について、業績連動報酬制度または非金銭報酬制度を導入する場合には、取締役会の決議を

要するものとする。

　また、当該報酬制度を導入する際には、その内容及び金額（算定方法）の決定方針並びに個別報酬等を構成する

各報酬の割合についても、取締役会にて決議するものとする。

ｃ．取締役の報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針

　取締役の報酬等については、原則月例の固定報酬とする。なお、報酬として支払われるべき費用が別途発生する

場合にはこの限りではない。

d．報酬等の決定の委任に関する事項

　第14期における取締役（監査等委員である者を除く）の個別報酬等は取締役会による事前協議を経た上で、その

内容決定は代表取締役に一任するものとする。第15期以降の取締役（監査等委員である者を除く）の個別報酬等

は、取締役会決議により決定し、またその可決条件は「取締役過半数」かつ「社外取締役全員」の賛成とする。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役員の員数

（名）
固定報酬 業績連動報酬 ストックオプション

取締役

（監査等委員及び社外取

締役であるものを除く）

140,000 140,000 － － 7

社外取締役

（監査等委員）
16,000 16,000 － － 4

（注）1．取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、

年額300,000千円以内と決議しています。

2．監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年1月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円

以内と決議しています。

 

③　提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

　報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。

 

④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの

　該当事項はありません。
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（5）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の

価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式については純投資目的である投資株

式とし、それ以外の投資株式については、純投資目的以外の目的である投資株式と判断しています。

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

　当社は株式取得の検討に際しては、次に定める事項を踏まえ、保有の合理性及び保有の可否を検証しています。

・事業上のシナジーがある等、中長期的に当社の企業価値の向上につながるものであるかどうか

・当社の財務の健全性に悪影響を与えるものではないか

・保有比率、取得額が合理的に必要な範囲を超えていないか

 

b．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 3 158,141

非上場株式以外の株式 1 131,099

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 1 30,119
協業関係の推進のための株式の新規取得によ

る増加。

非上場株式以外の株式 1 162,091
業務提携関係の強化のための株式の新規取得

による増加。

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

 

c．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の
株式の
保有の
有無

株式数
（株）

株式数
（株）

貸借対照表
計上額
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

ウイングアーク１ｓｔ株

式会社

－ 3,569,700 業務提携関係の強化を目的として保有していまし

たが、保有の効果を検証し、保有目的を純投資目

的に変更しています。

無
－ 5,006,380

Fringe81株式会社

366,200 －
（保有目的）業務提携関係の強化のため。

（定量的な保有効果）※1

（株式数が増加した理由）業務提携関係の強化のた

めの株式の新規取得により増加しています。

無

131,099 －

※1 特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載

します。当社は、毎期、保有株式について個別に保有の効果を検証しており、保有する株式はいずれも保有方

針に沿った目的で保有していることを確認しています。
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③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 － － － －

非上場株式以外の株式 1 5,740,335 － －

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（千円）

売却損益の
合計額（千円）

評価損益の
合計額（千円）

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 57,475 32,897 2,381,165

 

④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（千円）

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 2,394,800 5,740,335
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第5【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しています。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。

　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま

す。

 

2. 監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（2020年6月1日から2021年5月31日まで）

の連結財務諸表及び事業年度（2020年6月1日から2021年5月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法

人により監査を受けています。

 

3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っています。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人など外

部機関が開催する会計基準の変更等に関する研修に参加するとともに、必要に応じて監査法人との協議を実施してい

ます。
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1【連結財務諸表等】

（1）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（2020年5月31日）
当連結会計年度

（2021年5月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,815,225 12,389,111

売掛金 441,060 571,096

前払費用 410,582 469,588

その他 176,945 117,263

貸倒引当金 △3,621 △4,877

流動資産合計 13,840,192 13,542,182

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 653,544 825,692

減価償却累計額 △302,127 △405,842

建物及び構築物（純額） 351,416 419,849

その他 186,405 257,213

減価償却累計額 △123,354 △172,164

その他（純額） 63,051 85,049

有形固定資産合計 414,467 504,899

無形固定資産   

ソフトウエア 925,803 1,023,375

のれん － 185,662

その他 261 149

無形固定資産合計 926,064 1,209,187

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 6,941,596 ※１ 8,344,948

敷金 549,412 702,472

繰延税金資産 145,185 －

その他 2,850 6,505

投資その他の資産合計 7,639,043 9,053,926

固定資産合計 8,979,576 10,768,012

資産合計 22,819,768 24,310,195
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（2020年5月31日）
当連結会計年度

（2021年5月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 102,922 195,216

短期借入金 ※２ 20,000 ※２ 200,000

１年内返済予定の長期借入金 1,267,490 1,085,568

未払金 596,265 1,175,172

未払法人税等 225,471 154,825

未払消費税等 429,584 271,263

前受金 5,289,822 6,719,677

賞与引当金 289,551 359,373

その他 114,449 82,115

流動負債合計 8,335,558 10,243,213

固定負債   

長期借入金 3,892,598 879,423

繰延税金負債 － 571,290

その他 38,990 31,369

固定負債合計 3,931,588 1,482,083

負債合計 12,267,147 11,725,297

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,236,650 6,312,946

資本剰余金 3,977,043 4,053,338

利益剰余金 344,184 526,839

自己株式 － △262

株主資本合計 10,557,879 10,892,863

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 1,622,129

為替換算調整勘定 △15,921 1,130

その他の包括利益累計額合計 △15,921 1,623,260

新株予約権 10,663 65,886

非支配株主持分 － 2,888

純資産合計 10,552,621 12,584,898

負債純資産合計 22,819,768 24,310,195
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2019年6月 1日
　至　2020年5月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年6月 1日
　至　2021年5月31日)

売上高 13,362,370 16,184,553

売上原価 1,821,319 1,992,352

売上総利益 11,541,051 14,192,200

販売費及び一般管理費 ※１ 10,783,785 ※１ 13,455,587

営業利益 757,266 736,613

営業外収益   

受取利息 1,989 612

受取配当金 － 57,475

助成金収入 2,198 10,544

解約違約金収入 3,007 3,654

投資有価証券売却益 － 32,897

その他 1,030 1,788

営業外収益合計 8,226 106,972

営業外費用   

支払利息 18,681 23,378

株式交付費 28,102 －

株式上場費用 15,410 －

支払手数料 19,458 25,232

為替差損 1,012 1,829

賃貸借契約解約損 187,784 －

賃貸借契約解約違約金損失 － 92,953

投資事業組合運用損 2,285 12,746

持分法による投資損失 51,247 285,143

その他 6,064 27,239

営業外費用合計 330,047 468,522

経常利益 435,444 375,062

特別利益   

新株予約権戻入益 － 47

特別利益合計 － 47

特別損失   

固定資産除却損 ※２ 8,428 ※２ 4,695

減損損失 ※３ 37,854 －

イベント中止損失 54,087 －

特別損失合計 100,370 4,695

税金等調整前当期純利益 335,074 370,414

法人税、住民税及び事業税 140,588 202,530

法人税等調整額 △145,185 △13,109

法人税等合計 △4,596 189,421

当期純利益 339,670 180,993

非支配株主に帰属する当期純損失（△） － △1,661

親会社株主に帰属する当期純利益 339,670 182,654
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2019年6月 1日
　至　2020年5月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年6月 1日
　至　2021年5月31日)

当期純利益 339,670 180,993

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 1,622,129

為替換算調整勘定 △8,313 17,052

その他の包括利益合計 ※ △8,313 ※ 1,639,181

包括利益 331,357 1,820,174

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 331,357 1,821,836

非支配株主に係る包括利益 － △1,661
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 2,812,501 1,500,000 △942,592 3,369,909

当期変動額     

新株の発行 3,424,149 3,424,149 － 6,848,298

欠損填補 － △947,106 947,106 －

親会社株主に帰属する
当期純利益

－ － 339,670 339,670

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ － － －

当期変動額合計 3,424,149 2,477,043 1,286,777 7,187,969

当期末残高 6,236,650 3,977,043 344,184 10,557,879

 

     

 その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計

 為替換算調整勘定
その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △7,607 △7,607 10,663 3,372,965

当期変動額     

新株の発行 － － － 6,848,298

欠損填補 － － － －

親会社株主に帰属する
当期純利益

－ － － 339,670

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△8,313 △8,313 － △8,313

当期変動額合計 △8,313 △8,313 － 7,179,656

当期末残高 △15,921 △15,921 10,663 10,552,621
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当連結会計年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,236,650 3,977,043 344,184 － 10,557,879

当期変動額      

新株の発行 76,295 76,295 － － 152,591

自己株式の取得 － － － △262 △262

親会社株主に帰属する
当期純利益

－ － 182,654 － 182,654

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ － － － －

当期変動額合計 76,295 76,295 182,654 △262 334,983

当期末残高 6,312,946 4,053,338 526,839 △262 10,892,863

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主

持分
純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

為替換算調
整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 － △15,921 △15,921 10,663 － 10,552,621

当期変動額       

新株の発行 － － － － － 152,591

自己株式の取得 － － － － － △262

親会社株主に帰属する
当期純利益

－ － － － － 182,654

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

1,622,129 17,052 1,639,181 55,223 2,888 1,697,292

当期変動額合計 1,622,129 17,052 1,639,181 55,223 2,888 2,032,276

当期末残高 1,622,129 1,130 1,623,260 65,886 2,888 12,584,898
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2019年6月 1日
　至　2020年5月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年6月 1日
　至　2021年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 335,074 370,414

減価償却費 615,862 691,356

のれん償却額 － 15,053

減損損失 37,854 －

固定資産除却損 8,428 4,695

株式報酬費用 － 33,690

新株予約権戻入益 － △47

株式交付費 28,102 －

賃貸借契約解約損 187,784 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 916 1,225

賞与引当金の増減額（△は減少） 90,587 69,658

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △6,960 －

受取利息及び受取配当金 △1,989 △58,087

支払利息 18,681 23,378

支払手数料 19,454 157

投資有価証券売却損益（△は益） － △32,897

投資事業組合運用損益（△は益） 2,285 12,746

持分法による投資損益（△は益） 51,247 285,143

売上債権の増減額（△は増加） △118,352 △121,524

前払費用の増減額（△は増加） △84,692 △50,571

その他の資産の増減額（△は増加） 6,268 61,034

仕入債務の増減額（△は減少） 6,753 90,035

未払金の増減額（△は減少） △108,523 620,663

前受金の増減額（△は減少） 1,366,665 1,401,290

未払消費税等の増減額（△は減少） 246,512 △162,259

その他の負債の増減額（△は減少） 102,380 △66,088

その他 43,387 35,031

小計 2,847,728 3,224,100

利息及び配当金の受取額 2,216 58,608

利息の支払額 △19,721 △24,483

法人税等の支払額 △7,957 △246,997

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,822,265 3,011,227
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  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2019年6月 1日
　至　2020年5月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年6月 1日
　至　2021年5月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △260,527 △273,646

無形固定資産の取得による支出 △535,874 △636,059

投資有価証券の取得による支出 △5,901,328 △336,320

投資有価証券の売却による収入 － 1,680,107

関係会社株式の取得による支出 － △660,573

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ △132,529

敷金の差入による支出 △507,635 △186,678

その他 16,259 △5,715

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,189,107 △551,416

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,000 173,938

長期借入れによる収入 5,460,545 －

長期借入金の返済による支出 △686,760 △3,220,929

株式の発行による収入 6,820,196 152,292

新株予約権の発行による収入 － 21,879

その他 △32,910 △29,504

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,563,071 △2,902,323

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,279 2,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,194,950 △440,154

現金及び現金同等物の期首残高 5,468,495 12,663,445

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 12,663,445 ※ 12,223,291
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

1．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数　3社

連結子会社の名称

Sansan Global Pte.Ltd.

Sansan Corporation

ログミー株式会社

ログミー株式会社は、当社が新たにその発行済株式の70.1％を取得したため、当連結会計年度より連

結の範囲に含めています。

（2）非連結子会社の名称等

第4回新株予約権信託

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、純資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外

しています。

 

2．持分法の適用に関する事項

（1）持分法適用の関連会社数 3社

関連会社の名称

クリエイティブサーベイ株式会社

SATORI株式会社

株式会社EventHub

　株式会社EventHubについては、当社が新たに株式を取得したことから、当連結会計年度より持分法適

用の関連会社に含めています。

（2）持分法を適用していない非連結子会社である第4回新株予約権信託は当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性が無いため、持分法の適用範囲から除外しています。

（3）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財

務諸表を使用しています。

 

3．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。

 

4．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

　その他有価証券

　時価のあるもの　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しています。

　時価のないもの　　移動平均法による原価法を採用しています。

 

ロ　たな卸資産

　仕掛品

　個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しています。

 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

　2016年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物並びに一部の工具、器具及び備品については定額

法を、その他については定率法を採用しています。
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ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（3年）に基づく定額法を採用しています。

 

ハ　リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

 

（3）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用として処理しています。

 

（4）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

 

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上してい

ます。

 

（5）のれんの償却方法及び償却期間

10年間の定額法により償却しています。

 

（6）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理し

ています。なお、在外子会社の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めています。

 

（7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から3か月以内に償還期限及び満期日の到来する短期的な投資からなっています。

 

（8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しています。
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（重要な会計上の見積り）

繰延税金資産の回収可能性

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　繰延税金資産　158,294千円（相殺前）

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　繰延税金資産は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額により見積もっています。

　課税所得の見積りに当たっては外部経営環境等の外部要因及び当社グループの予算等の内部要因、特に売上高

及び人件費、広告宣伝費等の主要な費用項目について一定の仮定に基づいて見積りを行っています。

(3)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動などにより影響を受ける可能性があり、課税所得の発生時期及

び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を

及ぼす可能性があります。

 

のれんの評価

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　のれん　　　　　185,662千円

　投資有価証券に含まれるSATORI株式会社（以下、SATORI社）への投資に関するのれん　1,482,020千円

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　のれんについては、減損の兆候の有無を検討し、減損の兆候を識別した場合には、のれんの残存償却期間に対

応する期間における割引前将来キャッシュ・フローを事業計画に基づいて算定し、帳簿価額と比較して減損損失

の認識の要否を判定しています。減損損失の認識が必要と判定された場合、当該のれんについては、回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しています。当連結会計年度においては、のれんについて減損

の兆候は識別されていません。

主要な持分法適用関連会社であるSATORI社への投資については、SATORI社の外部経営環境及び主要なKPIや売

上高等の推移、成長率の状況を勘案して同社の事業計画の実現可能性を評価して、減損の兆候の有無を判断して

います。当連結会計年度においては、減損の兆候は生じていないことから、減損損失を計上していません。

(3)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　当該見積りは、将来の予測不能な事業環境の変化などによって影響を受ける可能性があり、見積将来キャッ

シュ・フローが悪化した場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において減損損失の認識が必要となる可能性があ

ります。

 

投資有価証券の評価

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　投資有価証券　2,270,696千円（非上場株式）

　当該金額には当社の主要な持分法適用関連会社であるSATORI社に対する投資として1,773,255千円が含まれま

す。

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　投資有価証券の評価に当たっては、投資時の事業計画と実績を比較してその達成状況を把握するとともに、外

部経営環境等を勘案して、今後の事業計画の実現可能性を評価し、その超過収益力等の毀損の有無を判断してい

ます。

(3)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　当該見積りは、投資先の実績等が投資時の計画を下回った場合などは、超過収益力が毀損したと判断され、減

損処理を行う可能性があります。
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（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」

　（企業会計基準第29号　2020年3月31日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」

　（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日　企業会計基準委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」

　（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日　企業会計基準委員会）

 

1．概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日よ

り後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な

会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性

を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発

点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合

には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。

 

2．適用予定日

2022年5月期の期首より適用予定です。

 

3．当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。

 

・「時価の算定に関する会計基準」

　（企業会計基準第30号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」

　（企業会計基準第９号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」

　（企業会計基準第10号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」

　（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」

　（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日　企業会計基準委員会）

 

1．概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳

細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては

Accounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委

員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合

性を図る取り組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、統一的な算定方法

を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを

基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較

可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされています。

 

2．適用予定日

2022年5月期の期首より適用予定です。

 

3．当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定です。
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（表示方法の変更）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年3月31日）を当連結会計年度の年度末

に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いにしたがって、前連結

会計年度に係る内容については記載していません。

 

（会計上の見積りの変更）

有形固定資産の耐用年数の変更

当社は、当連結会計年度より一部の有形固定資産の耐用年数を3年から5年に変更しています。この変更は、主に

本社オフィスに係る建物及び構築物、工具、器具及び備品について、オフィス及び当該資産の利用実績を勘案し、よ

り実態に即した耐用年数に変更するものです。この結果、従来の耐用年数による場合と比較し、当連結会計年度の

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ105,386千円増加しています。

 

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り

新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状

況であり、翌連結会計年度においても新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響は2022年5月期末まで

続くとの仮定の下、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。
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（連結貸借対照表関係）

※1　関連会社に対するものは、次の通りです。

 
前連結会計年度

（2020年5月31日）
当連結会計年度

（2021年5月31日）

投資有価証券（株式） 1,542,525千円 2,112,555千円

 

※2　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結して
います。この契約にかかる借入未実行残高は、次の通りです。なお、前連結会計年度末において取引金融
機関と締結していた当座貸越契約は解約しました。

 
前連結会計年度

（2020年5月31日）
当連結会計年度

（2021年5月31日）

当座貸越極度額 170,000千円 －千円

コミットメントラインの総額 －千円 1,700,000千円

借入実行残高 20,000千円 200,000千円

差引額 150,000千円 1,500,000千円

 

（連結損益計算書関係）

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りです。

 
　前連結会計年度

（自　2019年6月 1日
　 至　2020年5月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年6月 1日

　 至　2021年5月31日）

広告宣伝費 2,022,138千円 2,824,388千円

給料手当及び賞与 3,201,308 4,125,222

賞与引当金繰入額 499,790 619,779

 

※2　固定資産除却損の内容は次の通りです。

 
前連結会計年度

（自　2019年6月 1日
至　2020年5月31日）

当連結会計年度
（自　2020年6月 1日
至　2021年5月31日）

建物及び構築物 5,041千円 －千円

ソフトウエア 2,006 4,695

その他 1,380 0

計 8,428 4,695

 

※3　減損損失

前連結会計年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

　当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産

 用途 場所 種類 金額（千円）

事業用資産 表参道本社 ソフトウエア 37,854

(2) 減損損失の認識に至った経緯

ソフトウエアについては、当初想定していた用途での利用見込みがなくなったため、減損損失を認識して

います。

(3) グルーピングの方法

事業の区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピング

を行っています。

(4) 回収可能価額の算定方法

減損損失の測定における回収可能価額の算定に当たっては、使用価値により算定しており使用価値は零と

算定しています。
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当連結会計年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

該当事項はありません。

 

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額

 
前連結会計年度

（自　2019年6月 1日
至　2020年5月31日）

当連結会計年度
（自　2020年6月 1日
至　2021年5月31日）

その他有価証券評価差額金：   

　当期発生額 －千円 2,351,713千円

　　税効果調整前 － 2,351,713

　　税効果額 － △729,584

　　その他有価証券評価差額金 － 1,622,129

為替換算調整勘定：   

当期発生額 △8,313千円 17,052千円

　為替換算調整勘定 △8,313 17,052

その他の包括利益合計 △8,313 1,639,181

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）1. 29,432,353 1,706,500 － 31,138,853

合計 29,432,353 1,706,500 － 31,138,853

　（注）　1.普通株式の増加は、以下によるものです。

・2019年6月19日付の公募増資による500,000株増加

・2019年7月17日付の第三者割当増資による1,126,500株増加

・2019年12月20日付の新株予約権の行使による80,000株増加

 

2．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

 提出会社

 ストックオプションとしての

新株予約権（第2回）
 －  －  －  －  － 1,575

 ストックオプションとしての

新株予約権（第4回）
 －  －  －  －  － 9,088

 合計  －  －  －  －  － 10,663

　（注）　ストックオプションとしての新株予約権（第2回）及びストックオプションとしての新株予約権（第4回）は、

権利行使期間の初日が到来していません。

 

3．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）1 31,138,853 44,792 － 31,183,645

合計 31,138,853 44,792 － 31,183,645

自己株式     

普通株式（注）2 － 40 － 40

合計 － 40 － 40

　（注）1．普通株式の増加は、すべて新株予約権の行使によるものです。

　　　　2．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものです。

 

2．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

 提出会社

 ストックオプションとしての

新株予約権（第2回）
 － － － － － 1,575

 ストックオプションとしての

新株予約権（第4回）
 － － － － － 8,742

 ストックオプションとしての

新株予約権（第5回）
 － － － － － 55,569

 合計  － － － － － 65,886

　（注）　ストックオプションとしての新株予約権（第5回）は、権利行使期間の初日が到来していません。

 

3．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2019年6月 1日
至　2020年5月31日）

当連結会計年度
（自　2020年6月 1日
至　2021年5月31日）

現金及び預金勘定 12,815,225千円 12,389,111千円

預入期間が3か月を超える定期預金 △151,780 △165,820

現金及び現金同等物 12,663,445 12,223,291

 

（リース取引関係）

　重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

EDINET提出書類

Ｓａｎｓａｎ株式会社(E34960)

有価証券報告書

 75/113



（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については、元本割れとなるリスクのないものを中心として短期的な預金等

に限定し、投機的な取引はデリバティブ取引を含めて行わない方針です。資金調達については、必要な資

金は自己資金及び金融機関からの借入による調達で賄っています。

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。

敷金は主に本社オフィスの敷金であり、差入先の信用リスクに晒されています。

投資有価証券は、その他有価証券として保有している業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体

の信用リスクにさらされています。

営業債務である買掛金及び未払金はすべてが1年以内の支払期日です。

短期借入金は主に運転資金の調達を目的としたものです。

長期借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、最終返済日は決算日後、最長で3年6か月後

です。

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権である売掛金については、当社グループの債権回収対応に関する細則に従い、財務経理部に

おいて取引先別に期日残高を管理するとともに入金状況を事業部門に随時連絡し、各取引先の財務状況

等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。

敷金については、必要に応じて担当部署がモニタリングを行い、財務状況等の悪化による回収懸念の

早期把握によりリスク軽減を図っています。

投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握しています。

②　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　管理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスク

を管理しています。

 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することがあります。

 

2．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは含まれていません((注)2.参照)。

前連結会計年度（2020年5月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 12,815,225 12,815,225 －

(2）売掛金 441,060 441,060 －

(3）投資有価証券 － － －

(4）敷金 549,412 547,202 △2,210

資産計 13,805,698 13,803,488 △2,210

(1）買掛金 102,922 102,922 －

(2）未払金 596,265 596,265 －

(3）短期借入金 20,000 20,000 －

(4）長期借入金　※ 5,160,088 5,158,686 △1,401

負債計 5,879,276 5,877,874 △1,401

※　1年内返済予定の長期借入金を含めています。
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当連結会計年度（2021年5月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 12,389,111 12,389,111 －

(2）売掛金 571,096 571,096 －

(3）投資有価証券 5,871,435 5,871,435 －

(4）敷金 702,472 699,789 △2,682

資産計 19,534,115 19,531,433 △2,682

(1）買掛金 195,216 195,216 －

(2）未払金 1,175,172 1,175,172 －

(3）短期借入金 200,000 200,000 －

(4）長期借入金　※ 1,964,991 1,965,499 507

負債計 3,535,380 3,535,888 507

※　1年内返済予定の長期借入金を含めています。

 

（注）1．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

（1）現金及び預金、（2）売掛金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（3）投資有価証券

　投資有価証券のうち上場株式については、原則として取引所の価格によっています。

（4）敷金

　敷金の時価は、将来キャッシュ・フローを返還予定時期に基づき、合理的な利率により割り引いた現

在価値により算定しています。なお、「連結貸借対照表計上額」及び「時価」には、敷金の回収が最終

的に見込めないと認められる部分の金額（資産除去債務の未償却残高）が含まれています。

負　債

（1）買掛金、（2）未払金、（3）短期借入金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（4）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しています。

 

2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

区分
前連結会計年度

（2020年5月31日）
当連結会計年度

（2021年5月31日）

投資有価証券   

その他有価証券（非上場株式） 5,262,001 158,141

投資事業有限責任組合への出資 137,068 202,815

関係会社株式（非上場株式） 1,542,525 2,112,555

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、時価開示の対象としていません。
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3．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2020年5月31日）

 
1年以内
（千円）

1年超
5年以内
（千円）

5年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 12,815,225 － － －

売掛金 441,060 － － －

敷金 21,753 522,058 5,600 －

合計 13,278,039 522,058 5,600 －

 

当連結会計年度（2021年5月31日）

 
1年以内
（千円）

1年超
5年以内
（千円）

5年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 12,389,111 － － －

売掛金 571,096 － － －

敷金 284,320 412,552 5,600 －

合計 13,244,528 412,552 5,600 －

 

4．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2020年5月31日）

 
1年以内
（千円）

1年超
2年以内
（千円）

2年超
3年以内
（千円）

3年超
4年以内
（千円）

4年超
5年以内
（千円）

5年超
（千円）

長期借入金 1,267,490 1,151,568 1,134,652 1,115,878 490,500 －

合計 1,267,490 1,151,568 1,134,652 1,115,878 490,500 －

 

当連結会計年度（2021年5月31日）

 
1年以内
（千円）

1年超
2年以内
（千円）

2年超
3年以内
（千円）

3年超
4年以内
（千円）

4年超
5年以内
（千円）

5年超
（千円）

長期借入金 1,085,568 816,145 48,278 15,000 － －

合計 1,085,568 816,145 48,278 15,000 － －
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（有価証券関係）

1．その他有価証券

前連結会計年度（2020年5月31日）

　非上場株式（連結貸借対照表計上額5,262,001千円）、投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表

計上額137,068千円）及び関係会社株式（連結貸借対照表計上額1,542,525千円）は、市場価格がなく、時

価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。

 

当連結会計年度（2021年5月31日）

 種類

連結貸借対照表

計上額

（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超過するもの

(1) 株式 5,740,335 3,359,170 2,381,165

(2) 債券    

　①国債・地方債等 － － －

　②社債 － － －

　③その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 5,740,335 3,359,170 2,381,165

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超過しないもの

(1) 株式 131,099 162,091 △30,991

(2) 債券    

　①国債・地方債等 － － －

　②社債 － － －

　③その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 131,099 162,091 △30,991

合計 5,871,435 3,521,261 2,350,173

　非上場株式（連結貸借対照表計上額158,141千円）、投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表計

上額202,815千円）及び関係会社株式（連結貸借対照表計上額2,112,555千円）は、市場価格がなく、時価

を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。

 

2．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自2019年6月1日　至2020年5月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自2020年6月1日　至2021年5月31日）

種類
売却額

（千円）

売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

　株式 1,680,107 32,897 －

合計 1,680,107 32,897 －
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（ストックオプション等関係）

1．ストックオプションに係る費用計上額及び科目名

 
前連結会計年度

（自　2019年 6月 1日
至　2020年 5月31日）

当連結会計年度
（自　2020年 6月 1日
至　2021年 5月31日）

株式報酬費用（販売費及び一般管

理費
－ 33,690千円

 

2．権利不行使による失効により利益として計上した金額

 
前連結会計年度

（自　2019年 6月 1日
至　2020年 5月31日）

当連結会計年度
（自　2020年 6月 1日
至　2021年 5月31日）

新株予約権戻入益 － 47千円

 

3．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストックオプションの内容

 
2018年

ストックオプション
（第2回新株予約権）

2019年
ストックオプション

（第3回新株予約権）

 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　　 1名 当社の従業員 　　399名  

株式の種類別のストックオプ

ションの数（注）1
当社普通株式 45,000株 当社普通株式 330,525株

 

付与日 2018年6月16日 2019年1月31日  

権利確定条件 （注）2 （注）2  

対象勤務期間
2018年6月16日から

2020年5月31日まで

2019年1月31日から

 2021年1月31日まで

 

権利行使期間
2020年6月1日から

2028年6月1日まで

2021年2月1日から

 2029年1月8日まで

 

 

 
2019年

ストックオプション
（第4回新株予約権）

2020年
ストックオプション
（第5回新株予約権）

付与対象者の区分及び人数 受託者　串田隆徳（注）3
当社取締役　　　　6名

当社執行役員　　 12名

株式の種類別のストックオプ

ションの数（注）1
当社普通株式 534,611株 当社普通株式 30,600株

付与日 2019年1月31日 2020年8月26日

権利確定条件 （注）2 （注）2

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません

権利行使期間
2020年9月1日から

2029年1月30日まで

2021年9月1日から

2030年8月25日まで

（注）1.株式数に換算して記載しています。なお2018年6月15日付株式分割（株式1株につき10,000株の割合）

による分割後の株式数に換算して記載しています。

2.「第4　提出会社の状況（2）新株予約権等の状況」に記載の通りです。

3.本新株予約権は、串田隆徳氏を受託者とする信託に割り当てられ、当社グループの役員及び従業員等

のうち受益者として指定されたものに交付されます。
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(2）ストックオプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2021年5月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しています。

①　ストックオプションの数

  
2018年ストック
オプション

（第2回新株予約権）

2019年ストック
オプション

（第3回新株予約権）

2019年ストック
オプション

（第4回新株予約権）

2020年ストック
オプション

（第5回新株予約権）

権利確定前 （株）     

前連結会計年度末  － 295,416 534,611 －

付与  － － － 30,600

失効  － － － －

権利確定  － 295,416 534,611 －

未確定残  － － － 30,600

権利確定後 （株）     

前連結会計年度末  45,000 － － －

権利確定  － 295,416 534,611 －

権利行使  － 27,240 17,552 －

失効  － 21,598 2,808 －

未行使残  45,000 246,578 514,251 －

（注）　2018年6月15日付株式分割（株式1株につき10,000株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しています。

②　単価情報

  
2018年ストック
オプション

（第2回新株予約権）

2019年ストック
オプション

（第3回新株予約権）

2019年ストック
オプション

（第4回新株予約権）

2020年ストック
オプション

（第5回新株予約権）

権利行使価格（注） （円） 1,760 3,400 3,400 5,350

行使時平均株価 （円） － 8,873 8,873 －

付与日における公正

な評価単価
（円） － － － 715

（注）　2018年6月15日付株式分割（株式1株につき10,000株の割合）による分割後の価格に換算して記載しています。

 

4．ストックオプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権

　ストックオプションの公正な評価単価の見積方法は、ストックオプション付与時において当社は未上場企

業であることから、当時における直近の第三者割当増資の発行価格を参考に算定した評価額に基づく単位当

たりの本源的価値の見積りによっています。

(2) 第5回新株予約権

 ①使用した評価技法　モンテカルロ・シミュレーション

　②主な基礎数値及びその見積方法

株価変動性(注) 1 48.54％

予想残存期間(注) 2 10年

予想配当(注) 3 0円/株

無リスク利子率(注) 4 0.016％

(注) 1．上場後2年に満たないため類似上場企業のボラティリティの単純平均に基づいています。

2．割当日から権利行使期間満了日までの期間です。

3．直近事業年度における配当予想実績に基づいています。

4．予想残存期間に対応する国債の利回りです。
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5．ストックオプションの権利確定数の見積方法

　将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。

 

6．ストックオプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的

価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストックオプションの権利行使日における本源

的価値の合計額

当連結会計年度末における本源的価値の合計額 3,990,128千円

当連結会計年度において権利行使されたストックオプションの

権利行使日における本源的価値の合計額
303,555千円

 

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2020年5月31日）
 

当連結会計年度
（2021年5月31日）

繰延税金資産    

税務上の繰越欠損金（注） 1,808,832千円  1,612,310千円

減価償却超過額 389,726  517,625

賞与引当金 88,266  109,338

未払事業税 27,266  38,465

その他 108,075  208,905

繰延税金資産小計 2,422,166  2,486,646

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △1,808,832  △1,612,310

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △468,149  △716,041

評価性引当額小計 △2,276,981  △2,328,352

繰延税金資産合計 145,185  158,294

繰延税金負債    

その他投資有価証券評価差額金 －  729,584

繰延税金負債合計 －  729,584

繰延税金資産の純額 145,185  －

繰延税金負債の純額 －  571,290

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2020年5月31日）

 
1年以内
（千円）

1年超
2年以内
（千円）

2年超
3年以内
（千円）

3年超
4年以内
（千円）

4年超
5年以内
（千円）

5年超
（千円）

合計金額
（千円）

税務上の繰越
欠損金（※）

－ － － 6,028 300,919 1,501,883 1,808,832

評価性引当額 － － － △6,028 △300,919 △1,501,883 △1,808,832

繰延税金資産 － － － － － － －

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。

 

当連結会計年度（2021年5月31日）

 
1年以内
（千円）

1年超
2年以内
（千円）

2年超
3年以内
（千円）

3年超
4年以内
（千円）

4年超
5年以内
（千円）

5年超
（千円）

合計金額
（千円）

税務上の繰越
欠損金（※）

－ － － 100,232 376,156 1,135,922 1,612,310

評価性引当額 － － － △100,232 △376,156 △1,135,922 △1,612,310

繰延税金資産 － － － － － － －

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
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2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2020年5月31日）
 

当連結会計年度

（2021年5月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等の永久に損金に算入されない項目 7.8  2.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 －  △2.4

住民税均等割 3.5  3.1

税額控除等 △20.4  △4.3

評価性引当額の増減 △28.2  △9.9

過年度税金 －  5.5

持分法による投資損益 4.7  23.6

のれん償却額 －  1.2

その他 0.6  1.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.4  51.1

 

（企業結合等関係）

取得による企業結合

ログミー株式会社の株式取得

　当社は、2020年8月26日開催の臨時取締役会において、ログミー株式会社（以下、「ログミー社」という。）の株

式を取得し、同社を子会社化することについて決議し、2020年8月31日付で当該株式を取得しました。

 

1．企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　　　ログミー株式会社

事業の内容　　　　　　　デジタルメディア事業、ITコンサルティング、Webサイトの企画・制作・運営／イベ

ント・セミナーの企画・実施

(2)企業結合を行った主な理由

ログミー社は、2013年8月に設立され、主なサービスとして、スピーチや対談、記者会見等を全文書き起こして

ログ化し、その情報を多くの人に届けるメディアを運営しています。具体的には、ITやイノベーション、起業等を

テーマにしたイベント・カンファレンスの内容を情報感度の高いビジネスリーダー層に届けるメディア

「logmiBiz」や、アナリスト・機関投資家向け決算説明会等の情報を、個人投資家を中心とした幅広いステーク

ホルダーに届ける「logmiFinance」等を運営しており、月間300万人のビジネスパーソンによる閲覧数を有する

等、高い認知度やブランド力、ユニークなビジネスモデルを保有しています。このような下、当社がログミー社を

子会社化し、当社グループがこれまで培ってきたクライアント基盤やユーザー基盤の活用、営業ノウハウ、デー

タ活用ノウハウ等の導入やクロスセルの実施等によって、ログミー社業績のさらなる拡大を図るほか、イベント

関連事業及び広告関連事業における連携商品の開発、ログミー社の記事データベースの価値向上に向けた取り

組み等の実施により、両社サービス価値のさらなる向上等に取り組みます。

(3)企業結合日

2020年8月31日

(4)企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

(5)結合後の企業の名称

名称の変更はありません。

(6)取得した議決権比率

70.1％

(7)取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として当該株式を取得したことによります。
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2．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

2020年9月1日から2021年5月31日まで

 

3．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

相手先の要請により非公開としています。

 

4．主要な取得関連費用の内容及び金額

法務アドバイザリー費用 1,000 千円

 

5．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額　　200,715 千円

(2) 発生原因

　主として今後の事業展開により期待される将来の超過収益力です。

(3) 償却方法及び償却期間

　10年間にわたる均等償却

 

6．企業結合日に受け入れた資産及び引受けた負債の額並びに主な内訳

流動資産 88,823 千円

固定資産 6,759  

資産合計 95,583  

流動負債 62,818  

固定負債 17,531  

負債合計 80,349  

 

7．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ

す影響の概算額及びその算定方法

当連結会計年度における影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

（資産除去債務関係）

前連結会計年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

不動産賃貸借契約に関する敷金について、回収が最終的に見込めないと認められる金額（賃借建物の原状回

復費用）を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっており、

資産除去債務の負債計上は行っていません。

なお、当連結会計年度の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算出しています。

 

当連結会計年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

不動産賃貸借契約に関する敷金について、回収が最終的に見込めないと認められる金額（賃借建物の原状回

復費用）を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっており、

資産除去債務の負債計上は行っていません。

なお、当連結会計年度の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算出しています。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

1．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象になっているものです。

当社グループは、サービス別に事業部または会社を置き、各事業部または会社が提供するサービスにつ

いて、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。

したがって、当社グループは事業部または会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されてお

り、「Sansan事業」「Eight事業」の2つを報告セグメントとしています。

各セグメントに属するサービスの内容は以下の通りです。

報告セグメント 属するサービスの内容

Sansan事業 法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」の提供

Eight事業 名刺アプリ「Eight」の提供

 

2．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる事項」に

おける記載と同一です。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。

 

3．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）1

連結財務諸表
計上額
（注）2 Sansan事業 Eight事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 12,284,335 1,078,035 13,362,370 － 13,362,370

セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － － － －

計 12,284,335 1,078,035 13,362,370 － 13,362,370

セグメント利益または損失

（△）
4,794,017 △894,281 3,899,736 △3,142,469 757,266

その他の項目      

減価償却費 319,930 12,085 332,016 283,845 615,862

　（注）1　セグメント利益または損失（△）及び減価償却費の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用の

金額であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

2　セグメント利益または損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

3　セグメント資産及び負債については、資産及び負債に関する情報が最高意思決定機関に対して定期的に提供

されておらず、また業績評価の対象となっていないため記載していません。
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当連結会計年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）1

連結財務諸表
計上額
（注）2 Sansan事業 Eight事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 14,583,951 1,600,601 16,184,553 － 16,184,553

セグメント間の内部売上高

または振替高
－ 3,750 3,750 △3,750 －

計 14,583,951 1,604,351 16,188,303 △3,750 16,184,553

セグメント利益または損失

（△）
6,143,129 △732,622 5,410,507 △4,673,894 736,613

その他の項目      

減価償却費 415,278 17,456 432,735 258,621 691,356

　（注）1　セグメント利益または損失（△）及び減価償却費の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用の

金額であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

2　セグメント利益または損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

3　セグメント資産及び負債については、資産及び負債に関する情報が最高意思決定機関に対して定期的に提供

されておらず、また業績評価の対象となっていないため記載していません。

4　セグメント間の内部売上高または振替高は、市場実勢価格に基づいています。

 

【関連情報】

1．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

 

2．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しています。

 

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

　Sansan事業において6,387千円、Eight事業において9,648千円、報告セグメントに帰属しない全社費用とし

て21,818千円の減損損失を計上しています。

 

当連結会計年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

　該当事項はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

    （単位：千円）

 Sansan事業 Eight事業 全社・消去 合計

のれん償却額 － 15,053 － 15,053

のれん － 185,662 － 185,662

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

１．関連当事者との取引

　該当事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

　該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

１．関連当事者との取引

　該当事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

　該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

　当連結会計年度において、重要な関連会社であるSATORI株式会社を含む、すべての持分法適用会社(3社)の

要約財務情報は以下の通りです。

流動資産合計 1,659,992千円

固定資産合計 166,695千円

流動負債合計 518,256千円

固定負債合計 51,735千円

純資産合計 1,256,695千円

  

売上高 1,490,875千円

税引前当期純損失 △375,934千円

当期純利益 △373,661千円
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（1株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　2019年6月 1日
至　2020年5月31日）

当連結会計年度
（自　2020年6月 1日
至　2021年5月31日）

1株当たり純資産額 338.89円 403.57円

1株当たり当期純利益 10.98円 5.86円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 10.86円 5.78円

（注）1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。

  
前連結会計年度

（自　2019年6月 1日
至　2020年5月31日）

当連結会計年度
（自　2020年6月 1日
至　2021年5月31日）

1株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純

利益
（千円） 339,670 182,654

普通株主に帰属しない金額 （千円） － －

普通株式に係る親会社株主に

帰属する当期純利益
（千円） 339,670 182,654

普通株式の期中平均株式数 （株） 30,928,528 31,147,577

    

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利

益調整額
（千円） － －

普通株式増加数 （株） 340,707 448,866

（うち新株予約権） （株） （340,707） （448,866）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

－ －
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（重要な後発事象）

投資有価証券の取得

当社は、2021年5月19日開催の取締役会の決議に基づき、2021年6月30日付でFringe81株式会社が第三者割当の方式に

より発行したA種優先株式1,900株を1,900,000千円で取得しました。

なお、当該A種優先株式の取得資金は、全額を金融機関からの借入れにて充当しています。

新株予約権（有償ストックオプション）の発行

当社は、2021年7月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取

締役及び当社執行役員に対し、第6回新株予約権を発行することを決議しました。

 

第6回新株予約権

新株予約権の数 200個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式　　　　　20,000株
（新株予約権1個につき100株）

新株予約権の発行価額（円） 新株予約権1個当たり　　　109,000円

新株予約権の行使価額（円） 新株予約権1個当たり　　　837,000円

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額（円）

発行価額1株当たり　　　　　8,370円
資本組入額1株当たり　　　　4,185円

新株予約権の割当日 2021年8月24日

新株予約権の割当対象者
当社取締役　　6名
当社執行役員　13名

新株予約権の行使期間 2022年9月1日から2031年8月23日

新株予約権の行使の条件 ※

(※) 1.本新株予約権の割当を受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、2022年5月期における、当社の

連結損益計算書に記載された売上高が、20,386百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することが

できる。

2.本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または

従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りではない。

3.本新株予約権者が死亡した場合には、相続は認めないものとする。

4.本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

6.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

投資有価証券の売却

　当社は、2021年7月14日開催の取締役会の決議に基づき、2021年7月20日付で保有するウイングアーク１ｓｔ株式会社

の株式を売却しました。

（1）投資有価証券の売却理由

　　 保有資産の効率化を図るため。

（2）投資有価証券の売却の内容

　　①売却株式　　　　　　　　　　　　：当社保有のウイングアーク１ｓｔ株式会社株式の一部

　　②投資有価証券売却益の発生時期　　：2022年5月期

　　③投資有価証券売却益（見込額）　　：979百万円
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 20,000 200,000 0.47 －

1年以内に返済予定の長期借入金 1,267,490 1,085,568 0.66 －

1年以内に返済予定のリース債務 27,468 30,636 － －

長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） 3,892,598 879,423 0.66 2022年～2024年

リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） 35,536 30,083 － 2022年～2026年

合計 5,243,092 2,225,711 － －

　（注）1．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。

2．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

3．長期借入金及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の返済予定額は以下

の通りです。

 
1年超2年以内
（千円）

2年超3年以内
（千円）

3年超4年以内
（千円）

4年超5年以内
（千円）

長期借入金 816,145 48,278 15,000 －

リース債務 16,836 6,834 5,012 1,274

 

【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。
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（2）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間）  第1四半期 第2四半期 第3四半期 当連結会計年度

売上高 （千円） 3,667,253 7,636,768 11,753,209 16,184,553

税金等調整前四半期（当期）純

利益
（千円） 101,388 450,462 475,533 370,414

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 85,545 388,123 413,870 182,654

1株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 2.75 12.46 13.29 5.86

 

（会計期間）  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株

当たり四半期純損失（△）
（円） 2.75 9.72 0.83 △7.42
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2【財務諸表等】

（1）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2020年5月31日）
当事業年度

（2021年5月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,634,206 12,143,990

売掛金 ※１ 440,484 ※１ 543,938

前払費用 408,393 464,735

その他 ※１ 175,898 ※１ 143,601

貸倒引当金 △3,621 △4,777

流動資産合計 13,655,361 13,291,488

固定資産   

有形固定資産   

建物 348,727 415,635

工具、器具及び備品 18,132 40,055

リース資産 44,918 38,688

その他 2,689 7,607

有形固定資産合計 414,467 501,986

無形固定資産   

特許権 65 －

商標権 195 149

ソフトウエア 925,803 1,023,375

無形固定資産合計 926,064 1,023,525

投資その他の資産   

投資有価証券 5,399,070 6,232,392

関係会社株式 1,791,585 2,858,159

敷金 546,622 696,841

長期前払費用 2,850 6,080

繰延税金資産 145,185 －

投資その他の資産合計 7,885,313 9,793,472

固定資産合計 9,225,845 11,318,984

資産合計 22,881,207 24,610,473
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（2020年5月31日）
当事業年度

（2021年5月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 102,922 193,759

短期借入金 20,000 ※２ 200,000

１年内返済予定の長期借入金 1,267,490 1,085,568

リース債務 27,468 30,636

未払金 ※１ 600,829 ※１ 1,168,607

未払法人税等 225,471 154,675

未払消費税等 429,584 267,497

前受金 5,289,352 6,689,385

預り金 81,609 46,639

賞与引当金 288,263 357,082

その他 3,847 1,477

流動負債合計 8,336,840 10,195,330

固定負債   

長期借入金 3,892,598 879,423

リース債務 35,536 30,083

繰延税金負債 － 571,290

その他 3,454 1,286

固定負債合計 3,931,588 1,482,083

負債合計 12,268,428 11,677,414

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,236,650 6,312,946

資本剰余金   

資本準備金 3,977,043 4,053,338

資本剰余金合計 3,977,043 4,053,338

利益剰余金   

その他利益剰余金   

任意積立金 150,073 150,073

繰越利益剰余金 238,347 728,946

利益剰余金合計 388,421 879,019

自己株式 － △262

株主資本合計 10,602,115 11,245,043

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 1,622,129

評価・換算差額等合計 － 1,622,129

新株予約権 10,663 65,886

純資産合計 10,612,778 12,933,059

負債純資産合計 22,881,207 24,610,473
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前事業年度

(自　2019年6月 1日
　至　2020年5月31日)

 当事業年度
(自　2020年6月 1日
　至　2021年5月31日)

売上高 ※１ 13,358,382 ※１ 16,042,731

売上原価 1,821,317 ※１ 1,964,282

売上総利益 11,537,065 14,078,448

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 10,778,411 ※１,※２ 13,312,600

営業利益 758,654 765,848

営業外収益   

受取利息 94 ※１ 268

受取配当金 － 57,475

助成金収入 － 5,984

解約違約金収入 3,007 3,654

投資有価証券売却益 － 32,897

その他 1,030 ※１ 1,881

営業外収益合計 4,132 102,161

営業外費用   

支払利息 18,681 23,341

株式交付費 28,102 －

株式上場費用 15,410 －

支払手数料 19,458 25,232

為替差損 804 1,978

投資事業組合運用損 2,285 12,746

賃貸借契約解約損 187,784 －

賃貸借契約解約違約金損失 － 92,953

その他 6,064 27,239

営業外費用合計 278,591 183,491

経常利益 484,195 684,517

特別利益   

新株予約権戻入益 － 47

特別利益合計 － 47

特別損失   

固定資産除却損 8,428 4,695

減損損失 ※３ 37,854 －

イベント中止損失 54,087 －

特別損失合計 100,370 4,695

税引前当期純利益 383,825 679,870

法人税、住民税及び事業税 140,588 202,380

法人税等調整額 △145,185 △13,109

法人税等合計 △4,596 189,271

当期純利益 388,421 490,598
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 
資本金

資本剰余金

 資本準備金
その他資本剰余

金
資本剰余金合計

当期首残高 2,812,501 1,500,000 － 1,500,000

当期変動額     

新株の発行 3,424,149 3,424,149 － 3,424,149

資本準備金からその他
資本剰余金への振替

－ △947,106 947,106 －

欠損填補 － － △947,106 △947,106

任意積立金の積立 － － － －

当期純利益 － － － －

当期変動額合計 3,424,149 2,477,043 － 2,477,043

当期末残高 6,236,650 3,977,043 － 3,977,043

 

       

 株主資本

新株予約権 純資産合計
 利益剰余金

株主資本合計 その他利益剰余金
利益剰余金合計

 任意積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 － △947,106 △947,106 3,365,395 10,663 3,376,058

当期変動額       

新株の発行 － － － 6,848,298 － 6,848,298

資本準備金からその他
資本剰余金への振替

－ － － － － －

欠損填補 － 947,106 947,106 － － －

任意積立金の積立 150,073 △150,073 － － － －

当期純利益 － 388,421 388,421 388,421 － 388,421

当期変動額合計 150,073 1,185,454 1,335,527 7,236,720 － 7,236,720

当期末残高 150,073 238,347 388,421 10,602,115 10,663 10,612,778
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当事業年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
 任意積立金

繰越利益剰余
金

当期首残高 6,236,650 3,977,043 3,977,043 150,073 238,347 388,421

当期変動額       

新株の発行 76,295 76,295 76,295 － － －

自己株式の取得 － － － － － －

当期純利益 － － － － 490,598 490,598

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

－ － － － － －

当期変動額合計 76,295 76,295 76,295 － 490,598 490,598

当期末残高 6,312,946 4,053,338 4,053,338 150,073 728,946 879,019

 

       

 株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

 自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差額
等合計

当期首残高 － 10,602,115 － － 10,663 10,612,778

当期変動額       

新株の発行 － 152,591 － － － 152,591

自己株式の取得 △262 △262 － － － △262

当期純利益 － 490,598 － － － 490,598

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

－ － 1,622,129 1,622,129 55,223 1,677,352

当期変動額合計 △262 642,927 1,622,129 1,622,129 55,223 2,320,280

当期末残高 △262 11,245,043 1,622,129 1,622,129 65,886 12,933,059
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【注記事項】

（重要な会計方針）

1．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しています。

時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しています。

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しています。

 

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

　仕掛品については、個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しています。

 

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

　2016年4月1日以後に取得した建物附属設備、構築物並びに一部の工具、器具及び備品については定額法

を、その他については定率法を採用しています。

 

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（3年）に基づく定額法を採用

しています。

 

（3）リース資産

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

 

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

 

3．繰延資産の処理方法

　株式交付費

　支出時に全額費用として処理しています。

 

4．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

 

（2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しています。

 

5．消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しています。
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（重要な会計上の見積り）

繰延税金資産の回収可能性

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

　繰延税金資産　158,294千円（相殺前）

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　連結財務諸表における重要な会計上の見積りに関する注記と同様のため記載を省略しています。

(3)翌事業年度の財務諸表に与える影響

　当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動などにより影響を受ける可能性があり、課税所得の発生時期及

び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可

能性があります。

 

投資有価証券及び関係会社株式の評価

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

　投資有価証券　　158,141千円（非上場株式）

　関係会社株式　2,858,159千円

　関係会社株式には、当社の主要な関連会社であるSATORI株式会社に対する投資として、2,054,346千円が計上

されています。

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　連結財務諸表における重要な会計上の見積りに関する注記と同様のため記載を省略しています。

(3)翌事業年度の財務諸表に与える影響

　当該見積りは、投資先の実績等が投資時の計画を下回った場合などは、超過収益力が毀損したと判断され、減

損処理を行う可能性があります。

 

（表示方法の変更）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年3月31日）を当事業年度の年度末に

係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。

　ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがって、前事業年

度に係る内容については記載していません。

 

（会計上の見積りの変更）

有形固定資産の耐用年数の変更
　当社は、当事業年度より一部の有形固定資産の耐用年数を3年から5年に変更しています。この変更は、主に本
社オフィスに係る建物及び構築物、工具、器具及び備品について、オフィス及び当該資産の利用実績を勘案し、
より実態に即した耐用年数に変更するものです。
　この結果、従来の耐用年数による場合と比較し、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそ
れぞれ105,386千円増加しています。

 

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り

　新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状

況であり、翌事業年度においても新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済への影響は2022年5月期末まで続く

との仮定の下、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。
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（貸借対照表関係）

※1　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2020年5月31日）
当事業年度

（2021年5月31日）

 短期金銭債権 192千円 29,115千円

 短期金銭債務 5,501千円 13,710千円

 

※2　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結し

ています。この契約にかかる借入未実行残高は、次の通りです。なお、前事業年度末において取引金融機

関と締結していた当座貸越契約は解約しました。

 
前事業年度

（2020年5月31日）
当事業年度

（2021年5月31日）

当座貸越極度額 170,000千円 －千円

コミットメントラインの総額 －千円 1,700,000千円

借入実行残高 20,000千円 200,000千円

差引額 150,000千円 1,500,000千円

 

 

（損益計算書関係）

※1　関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　2019年6月 1日
　　至　2020年5月31日）

当事業年度
（自　2020年6月 1日

　　至　2021年5月31日）

営業取引による取引高

売上高

 

13,403千円

 

18,712千円

売上原価 －千円 3,600千円

販売費及び一般管理費 71,729千円 100,857千円

営業取引以外による取引高 －千円 1,192千円

 

※2　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度20.3％、当事業年度22.6％、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は前事業年度79.7％、当事業年度77.4％です。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りです。

 
　前事業年度

（自　2019年6月 1日
　 至　2020年5月31日）

　当事業年度
（自　2020年6月 1日

　 至　2021年5月31日）

広告宣伝費 2,022,484千円 2,820,424千円

給料手当及び賞与 3,169,750千円 4,028,861千円

賞与引当金繰入額 497,721千円 615,875千円

減価償却費 214,215千円 166,846千円

 

※3　減損損失

前事業年度（自　2019年6月1日　至　2020年5月31日）

当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

(1)　減損損失を認識した資産

 用途 場所 種類 金額（千円）

事業用資産 表参道本社 ソフトウエア 37,854

(2)　減損損失の認識に至った経緯

ソフトウエアについては、当初想定していた用途での利用見込みがなくなったため、減損損失を認識し

ています。

(3)　グルーピングの方法

事業の区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピン

グを行っています。

(4)　回収可能価額の算定方法

減損損失の測定における回収可能価額の算定に当たっては、使用価値により算定しており使用価値は零

と算定しています。
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当事業年度（自　2020年6月1日　至　2021年5月31日）

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

前事業年度（2020年5月31日）

　子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は1,791,585千円）は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載していません。

 

当事業年度（2021年5月31日）

　子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は2,858,159千円）は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載していません。
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（税効果会計関係）

1．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2020年5月31日）
 

当事業年度
（2021年5月31日）

繰延税金資産    

税務上の繰越欠損金 1,767,410千円  1,560,694千円

減価償却超過額 389,726  517,625

賞与引当金 88,266  109,338

関係会社株式評価損 80,683  80,683

未払事業税 27,266  38,465

その他 108,075  128,221

繰延税金資産小計 2,461,429  2,435,030

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

△1,767,410

△548,833

 △1,560,694

△716,041

評価性引当額小計 △2,316,244  △2,276,736

繰延税金資産合計 145,185  158,294

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 －  729,584

繰延税金資産合計 －  729,584

繰延税金資産の純額 145,185  －

繰延税金負債の純額 －  571,290

 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2020年5月31日）
 

当事業年度

（2021年5月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等の永久に損金に算入されない項目 6.8  1.3

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 －  △1.3

住民税均等割 3.0  1.7

税額控除等 △17.8  △2.4

評価性引当額の増減 △24.5  △5.8

過年度税金 －  3.0

その他 0.7  0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.2  27.8

 

（企業結合等関係）

取得による企業結合

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
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（重要な後発事象）

投資有価証券の取得

当社は、2021年5月19日開催の取締役会の決議に基づき、2021年6月30日付でFringe81株式会社が第三者割当の方式

により発行したA種優先株式1,900株を1,900,000千円で取得しました。

なお、当該A種優先株式の取得資金は、全額を金融機関からの借入にて充当しています。

 

新株予約権（有償ストックオプション）の発行

当社は、2021年7月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社

取締役及び当社執行役員に対し、第6回新株予約権を発行することを決議しました。

 

第6回新株予約権

新株予約権の数 200個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式　　　　　20,000株
（新株予約権1個につき100株）

新株予約権の発行価額（円） 新株予約権1個当たり　　　109,000円

新株予約権の行使価額（円） 新株予約権1個当たり　　　837,000円

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額及び資本組入額（円）

発行価額1株当たり　　　　　8,370円
資本組入額1株当たり　　　　4,185円

新株予約権の割当日 2021年8月24日

新株予約権の割当対象者
当社取締役　　6名
当社執行役員　13名

新株予約権の行使期間 2022年9月1日から2031年8月23日

新株予約権の行使の条件 ※

(※) 1.本新株予約権の割当を受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、2022年5月期における、当社の

連結損益計算書に記載された売上高が、20,386百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することが

できる。

2.本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または

従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りではない。

3.本新株予約権者が死亡した場合には、相続は認めないものとする。

4.本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

6.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

投資有価証券の売却

　当社は、2021年7月14日開催の取締役会の決議に基づき、2021年7月20日付で保有するウイングアーク１ｓｔ株式

会社の株式を売却しました。

（1）投資有価証券の売却理由

　　 保有資産の効率化を図るため。

（2）投資有価証券の売却の内容

　　①売却株式　　　　　　　　　　　　：当社保有のウイングアーク１ｓｔ株式会社株式の一部

　　②投資有価証券売却益の発生時期　　：2022年5月期

　　③投資有価証券売却益（見込額）　　：979百万円
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 建物 348,727 170,866 532 103,426 415,635 404,508

 工具、器具及び備品 18,132 41,842 － 19,920 40,055 67,646

 リース資産 44,918 26,953 － 33,183 38,688 103,411

 その他 2,689 5,100 － 182 7,607 1,474

 計 414,467 244,763 532 156,712 501,986 577,040

無形固定資産 特許権 65 － － 65 － 664

 商標権 195 － － 45 149 810

 ソフトウエア 925,803 659,247 27,882 533,792 1,023,375 1,922,269

 計 926,064 659,247 27,882 533,903 1,023,525 1,923,743

　（注）当期増加額のうち主なものは、次の通りです。

建物　　　　　　表参道本社　　　　　　　　　　　63,338千円

　　　　　　　　青山パラシオ　　　　　　　　　　97,912千円

ソフトウエア　　Sansan事業のアプリケーションに関するソフトウエア　　　440,574千円

　　　　　　　　名刺データ化に関するソフトウエア　　　　　　　　　　　153,782千円

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目 当期首残高 当期増加額
当期減少

（目的使用）
当期減少
（その他）

当期末残高

貸倒引当金 3,621 4,777 － 3,621 4,777

賞与引当金 288,263 357,082 288,263 － 357,082

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替額です。

 

（2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

（3）【その他】

該当事項はありません。
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第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年6月1日から翌年5月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後3ヶ月以内

基準日 毎年5月31日

剰余金の配当の基準日 毎年11月30日及び毎年5月31日

1単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地　東京証券代行株式会社 本店

株主名簿管理人 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地　東京証券代行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ

る公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL

https://jp.corp-sansan.com/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定

款に定めています。

（1）会社法第189条第2項各号に掲げる権利

（2）会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

（3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

 

2【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

 

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第13期）（自2019年6月1日至2020年5月31日）

2020年8月27日関東財務局長に提出。

 

（2）内部統制報告書及びその添付書類

2020年8月27日関東財務局長に提出。

 

（3）四半期報告書及び確認書

（第14期第1四半期）（自2020年6月1日至2020年8月31日）

2020年10月13日関東財務局長に提出。

（第14期第2四半期）（自2020年9月1日至2020年11月30日）

2021年1月14日関東財務局長に提出。

（第14期第3四半期）（自2020年12月1日至2021年2月28日）

2021年4月13日関東財務局長に提出。

 

（4）臨時報告書

2020年8月27日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づ

く臨時報告書です。

2021年7月14日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づ

く臨時報告書です。

2021年7月27日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規

定に基づく臨時報告書です。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

Ｓａｎｓａｎ株式会社(E34960)

有価証券報告書

107/113



 

 独立監査人の監査報告書  

 

 2021年８月31日

Sansan株式会社  

 取締役会　御中 

 

 有限責任 あずさ監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 中 村 宏 之

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 鶴 　彦 太

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるSansan株式会社の2020年６月１日から2021年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 
　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

Sansan株式会社及び連結子会社の2021年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年７月14日開催の取締役会決議に基づき、会社が保有する株式の

一部を2021年７月20日に売却した。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

　持分法適用会社SATORI株式会社に係るのれんの減損の兆候に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
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　Sansan株式会社の連結貸借対照表に計上されている投資

有価証券8,344,948千円には、注記事項「（重要な会計上

の見積り）のれんの評価」に記載されているとおり、持分

法適用会社であるSATORI株式会社に係るのれん1,482,020

千円が含まれており、総資産の6.1％を占めている。

　SATORI株式会社の株式取得時に計上したのれんは、超過

収益力として認識されており、その効果の及ぶ期間にわ

たって償却されるが、減損の兆候があると認められる場合

には、SATORI株式会社における割引前将来キャッシュ・フ

ローの総額とのれんを含む資産グループの帳簿価額を比較

することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要

がある。

　減損の兆候に該当するかどうかは、主として営業活動か

ら生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナ

ス、経営環境の著しい悪化に該当するかどうかにより判断

される。特に事業の業績が、取得時の評価の前提とした事

業計画を下回る場合に、当該事業計画との乖離が、経営環

境の著しい悪化に該当するか否かについては、経営者の重

要な判断を伴う。

　また、経営環境の著しい悪化に該当するかどうかの検討

は、事業計画を基礎として行われるが、広告施策等による

受注増を前提とした増収計画には不確実性を伴うため、こ

れらの経営者による判断が重要な影響を及ぼす。

　以上から、当監査法人は、持分法適用会社であるSATORI

株式会社に係るのれんの減損の兆候に関する判断の妥当性

が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要

であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断し

た。

　当監査法人は、持分法適用会社SATORI株式会社に係るの

れんの減損の兆候に関する判断の妥当性を評価するため、

主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

　減損の兆候の把握に関連する内部統制の整備及び運用状

況の有効性を評価した。

　評価に当たっては、特に、事業計画について、業績推移
や外部データ等が示す成長率等を参照して推定値を算出
し、計画値との比較や推定値との重要な差異に関する調査
を通じて事業計画の信頼性を評価する統制に焦点を当て
た。

(2) 減損の兆候に関する判断の妥当性の評価

　SATORI株式会社に係るのれんの減損の兆候に関する判断

に利用された事業計画の合理性を評価するため、主に以下

の手続を実施した。

　・ SATORI株式会社の事業計画の作成に当たって採用さ

れた主要な仮定の合理性を評価するため、投資時の

事業計画の精度及び合理性について、同社の営む事

業に関する当監査法人の理解や評価と比較するとと

もに、販売実績を踏まえた売上高成長率、販促実績

を踏まえた広告施策による受注確度等の主要な仮定

に基づく事業計画であることの確認を行った。

　また、主要な仮定の合理性についての評価結果や、過去

の事業計画の達成状況及び差異の原因についての検討結果

等を踏まえて、取得時の事業計画との乖離がのれんの減損

の兆候に関する判断に与える影響について検討した。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。
 
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
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付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
 
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手

する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に

対して責任を負う。
 
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。
 
　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
 

以　上
 
　（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

2．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2021年８月31日

Sansan株式会社  

 取締役会　御中 

 

 有限責任 あずさ監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 中 村 宏 之

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 鶴 　彦 太

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるSansan株式会社の2020年６月１日から2021年５月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
 
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Sansan株

式会社の2021年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年７月14日開催の取締役会決議に基づき、会社が保有する株式の

一部を2021年７月20日に売却した。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

関係会社株式（SATORI株式会社に対する投資持分）の評価損計上の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
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　Sansan株式会社の貸借対照表に計上されている関係会社

株式2,858,159千円には、注記事項「（重要な会計上の見

積り）投資有価証券及び関係会社株式の評価」に記載され

ているとおり、時価を把握することが極めて困難と認めら

れる非上場の関連会社であるSATORI株式会社に対する投資

2,054,346千円が含まれており、総資産の8.3％を占めてい

る。

　Sansan株式会社は、非上場会社に対する投資等、時価を

把握することが極めて困難と認められる株式について、当

該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著し

く低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏

付けられる場合を除いて、投資の評価損を認識する方針と

している。また、実質価額には会社の超過収益力や経営権

等を反映して評価される場合もあり、事業の業績が、投資

時の評価の前提とした事業計画を下回り超過収益力等が見

込めなくなった場合にも、投資の評価損の認識が必要とな

る。

　SATORI株式会社への投資については、投資時に将来の事

業計画に基づき超過収益力等を見込んで投資しており、実

質価額は超過収益力等を反映した評価を行っているため、

超過収益力等が毀損していないと判断し、投資の評価損を

認識していない。

　実質価額に反映された超過収益力等の毀損の有無の判断

は、投資先関連会社の事業計画を基礎として行われるが、

広告施策等による受注増を前提とした増収計画には不確実

性を伴うため、これらの経営者による判断が実質価額に反

映された超過収益力等の毀損の有無の判断に重要な影響を

及ぼす。

　以上から、当監査法人は、関係会社株式（SATORI株式会

社に対する投資持分）の評価損計上の要否に関する判断の

妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要で

あり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断し

た。

　当監査法人は、関係会社株式（SATORI株式会社に対する

投資持分）の評価損計上の要否に関する判断の妥当性を評

価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

　関係会社株式の評価に関連する内部統制の整備及び運用

状況の有効性を評価した。

　評価に当たっては、特に、超過収益力等の毀損の有無の

判断に使用する投資先関連会社の事業計画について、当該

関連会社の業績推移や外部データ等が示す成長率等を参照

して推定値を算出し、計画値との比較や推定値との重要な

差異に関する調査を通じて事業計画の信頼性を評価する統

制に焦点を当てた。

(2) 評価損計上の要否に関する判断の妥当性の評価

　SATORI株式会社への投資持分の実質価額に反映された超

過収益力等の毀損の有無の判断の合理性を評価するため、

主に以下の手続を実施した。

・ 実質価額が著しく低下した状態にあるかどうかの検証

を行うため、SATORI株式会社より入手される純資産持

分額を基礎として、これに超過収益力等を加味して実

質価額が算定されていることを確認のうえ、帳簿価額

との比較を行った。

・ SATORI株式会社の事業計画の作成に当たって採用され

た主要な仮定の合理性を評価するため、投資時の事業

計画の精度及び合理性について、同社の営む事業に関

する当監査法人の理解や評価と比較するとともに、販

売実績を踏まえた売上高成長率、販促実績を踏まえた

広告施策による受注確度等の主要な仮定に基づく事業

計画であることの確認を行った。

　また、主要な仮定の合理性についての評価結果や、過去

の事業計画の達成状況及び差異の原因についての検討結果

等を踏まえて、一定の不確実性を織り込んだ場合の事業計

画を独自に見積った。そのうえで、経営者による見積額と

の比較や実質価額に反映された超過収益力等の毀損の有無

の判断に与える影響について検討した。

 

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。
 
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。
 
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

 

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を

適正に表示しているかどうかを評価する。
 
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。
 
　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

2．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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